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兵庫医科大学大学院学則（案） 

第１章 総 則 

（設置） 

第１条 本学に、兵庫医科大学大学院（以下「本学大学院」という。）を置く。 

（目的） 

第２条 本学大学院は、建学の精神にもとづき、医学・医療の諸理論とその応用について

学修・研鑽し、崇高な人間愛を有し、創造性豊かな自立した医学研究者、並びに高度な

専門知識・技術を有する医療人を育成する。そのために必要な高度の研究実践能力とそ

の基盤となる豊かな学識を培い、さらに研究活動によって得た成果を社会に還元するこ

とで医学・医療の発展に寄与する。 

（研究科の目的） 

第３条 各研究科の目的は、次の各号に掲げるとおりとする。 

１ 医学研究科は、医学に関する高度な専門知識・技術を修得し、高い医療・研究倫理

を培い、独創性豊かな研究を立案・遂行できる高度な研究能力を育成する。研究成果

を世界に発信するとともに、広く社会に還元し、医学・医療の進歩に貢献できる人材

を育成する。 

２ 薬学研究科は、医療薬学専攻を設け、薬学研究を志す者に、薬学に関する高度な専

門知識と研究手法を修得させ、高い課題発見・問題解決能力と研究倫理を培い、独創

性豊かな研究を立案・遂行できる力を育成する。これにより、研究成果を世界に発信

するとともに、地域社会に還元し、薬学の進歩と医療の発展に貢献できる薬剤師や薬

学研究者を育成する。 

３ 看護学研究科は、看護学専攻を設け、先駆的・創造的に高度看護実践できる能力と

看護ケアを創生・発信できる能力を育成する。看護学を中心とした学際的な知識と高

度看護実践能力に立脚し、看護学と医療の進歩・発展に貢献できる看護実践者・研究

者・教育者を育成する。 

４ リハビリテーション科学研究科は、リハビリテーション科学専攻を設け、リハビリ

テーション領域における最新の知見や技術を取り入れた医療が提供できる高度専門職

者の育成並びに、様々なデータ解析からエビデンスを創出して新しい医療を提案でき

る研究者・教育者を育成する。 

（内部質保証） 

第４条 本学大学院は、教育研究水準の向上を図り、もって本学大学院の目的及び社会的

使命を達成するため、教育研究活動等の状況について自ら点検及び評価を行い公表する。 

② 内部質保証に関し必要な事項及び実施体制等は、別に定める。
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（研究科） 

第５条 本学大学院に次の研究科を置く。 

１ 医学研究科 

２ 薬学研究科 

３ 看護学研究科 

４ リハビリテーション科学研究科 

（専攻、課程及び定員等） 

第６条 前条に規定する各研究科の専攻、課程、入学定員及び収容定員は、次のとおりと

する。 

研究科名 専攻 課程 入学定員 収容定員 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 ４０名 １６０名 

先端医学専攻 博士課程 ２０名 ８０名 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 ３名 １２名 

看護学研究科 看護学専攻 
博士前期課程 ８名 １６名 

博士後期課程 ２名 ６名 

リハビリテーシ

ョン科学研究科 

リハビリテーシ

ョン科学専攻 

修士課程 ８名 １６名 

博士後期課程 ２名 ６名 

（課程の目的） 

第７条 修士課程及び博士前期課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野に

おける研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的

とする。 

② 博士課程及び博士後期課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を

行い、又は、その他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその

基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 

（修業年限及び在学年限） 

第８条 修士課程及び博士前期課程の標準修業年限は２年とし、在学年限は４年を超えて

はならない。 

② 博士後期課程の標準修業年限は３年とし、在学年限は６年を超えてはならない。

③ 博士課程の標準修業年限は４年とし、在学年限は８年を超えてはならない。

④ 学生が、職業を有している等の事情により、標準修業年限を超えて一定の期間にわた

り計画的に教育課程を履修し、課程を修了することを希望する旨を申し出た時は、医学

研究科を除き、各研究科の定めるところにより、その計画的な履修を認めることができ

る。（以下「長期履修」という。） 

⑤ 長期履修に関し必要な事項は、別に定める。
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第２章 組 織 運 営 

（教員組織） 

第９条 研究科における授業及び学位論文の作成等に対する指導（以下「研究指導」とい

う。）は、研究科ごとに大学院設置基準（昭和４９年文部省令第２８号）に定める資格を

有する教員（以下「大学院担当教員」という。）が担当するものとする。 

② 大学院担当教員は、学部、研究所等の教員が兼ねることができる。

③ 医学研究科の各専攻に、研究の指導、学位論文の作成等の指導にあたり、学位申請に

おける責任を担う者を置き、第１項に定める「大学院担当教員」のうち医学研究科の教

授（以下「指導教授」という。）がこれに充たる。ただし、第１項に定める医学研究科の

教員のうち教授以外の者から、学長が指名する者をもって指導教授の任を委嘱すること

ができる。 

（研究科長） 

第１０条 各研究科に研究科長を置き、基礎となる学部の学部長をもって充てる。 

② 研究科長は、各研究科の学事を統括する。

（研究科教授会等） 

第１１条 各研究科に研究科教授会を置く。 

② 研究科教授会組織は以下のとおりとする。

１ 医学研究科の研究科教授会は、研究科長及び専任の教授をもって構成する。 

２ 薬学研究科、看護学研究科及びリハビリテーション科学研究科の研究科教授会は、

研究科長並びに研究指導教員又は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講

師をもって構成する。 

３ いずれの研究科教授会も、研究科長が必要と認めた場合は、構成員以外の教職員を

出席させることができる。 

③ 研究科教授会は、次の事項を審議し、学長が当該事項を決定するに当たり意見を述べ

るものとする。 

１ 学生の入学、進級及び課程の修了に関する事項 

２ 学位の授与に関する事項 

３ 学生の身分に関する事項 

４ 教育課程に関する事項 

５ 教員の人事に関する事項 

６ 研究に関する事項 

７ 教育研究に関する規程の制定、改廃に関する事項 

８ 学位論文に関する事項 

９ 研究科の運営に関する重要な事項 

１０その他学長が研究科教授会の意見を聴くことが必要と定める事項 

④ 前項に規定するもののほか、学長及び研究科長（以下「学長等」という。）がつかさど

る教育研究に関する事項について審議し、学長等の求めに応じ、意見を述べることがで
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きる。 

⑤ 研究科教授会に関する規程は、別に定める。

第１１条の２ 本学に本学大学院の重要事項について審議する機関として大学運営会議を

置く。 

② 大学運営会議に関する規程は、別に定める。

第３章 教 育 方 法 等 

（教育方法） 

第１２条 本学大学院の教育は、研究科が定めるところによる所定の科目の授業並びに研

究指導等によって行う。 

② 前項の教育は、多様なメディアを高度に利用し、当該教育を行う教室等以外の場所で

履修させることができる。 

③ 教育上特別の必要があると認められる場合には、夜間その他特定の時間又は時期にお

いて授業又は研究指導を行う等の適当な方法により教育を行うことができる。 

（授業科目及び単位数等） 

第１３条 研究科の専攻別授業科目及び単位数は、別に定める。 

（履修科目の選定及び届出） 

第１４条 履修する授業科目の選定は、医学研究科は指導教授、その他の研究科は研究指

導教員の承認を受けた後、学長に届出るものとする。 

（他の専攻分野の授業科目等の履修） 

第１５条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めたときは、

研究科教授会の意見を聴き、他の専攻分野の授業科目等を履修させ、これを所定の単位

に充当することができる。 

（他大学の大学院等の授業科目の履修並びに研究指導） 

第１６条 学長は、指導教授又は研究指導教員が研究指導及び教育上必要と認めたときは、

研究科教授会の意見を聴き、他大学の大学院等の授業科目を履修させ、１５単位を超え

ない範囲でこれを所定の単位に充当することができる。 

② 学長は、前項のほか、必要なときは、他大学の大学院等において研究指導を受けるこ

とを認めることができる。ただし、修士課程及び博士前期課程の学生にあっては、研究指

導を受けさせる期間は、１年を超えないものとする。 

（入学前の既修得単位の認定） 

第１７条 薬学研究科、看護学研究科、リハビリテーション科学研究科において、教育上

有益と認めるときは、学生が本学大学院に入学する前の大学院における既修得単位（科

目等履修生等として修得した単位を含む。）について、本学大学院において修得した単位
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として認めることができる。 

② 前項により、本学大学院において修得した単位として認めることができる単位数は、

他大学の大学院等における履修認定単位数とあわせて１５単位を超えないものとする。 

第４章 試験、課程の修了要件及び学位 

（試験） 

第１８条 専攻分野の正規の授業を受け、所定の科目を履修した者に対し、所定の期間内

に試験（以下「科目試験」という。）を行う。ただし、平常の成績及びレポート等により、

科目試験に代えることができる。 

② 科目試験の実施方法は、研究科教授会の意見を聴き、学長が定める。

（追試験） 

第１９条 学長は、疾病その他のやむを得ない事由によって、科目試験を受けられなかっ

た者に対しては、追試験を行うことができる。 

（成績の評価） 

第２０条 科目試験の成績評価は、別に定める。 

（単位の認定） 

第２１条 前条の規定により科目試験に合格した者には、所定の単位を与える。 

（修了要件） 

第２２条 修士課程及び博士前期課程の修了の要件は、当該課程に２年（２年以外の標準

修業年限を定める研究科、専攻又は学生の履修上の区分にあっては、当該標準修業年限）

以上在学し、各研究科において定める所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受け

た上、当該研究科が行う学位論文審査又は特定の課題についての研究成果の審査及び最

終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者に

ついては、修士課程又は博士前期課程に１年以上在学すれば足りるものとする。 

② 博士後期課程の修了の要件は、当該課程に３年以上在学し、各研究科において定める

所定単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該研究科が行う学位論文審査

及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を

上げた者については、博士後期課程に２年以上在学すれば足りるものとする。 

③ 博士課程の修了の要件は、当該課程に４年以上在学し、各研究科において定める所定

単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、当該研究科が行う学位論文審査及び

最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げ

た者については、博士課程に３年以上在学すれば足りるものとする。 

（学位論文及び最終試験） 

第２３条 学位論文及び最終試験に関する事項は、別に定める。 
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（学位論文の審査等） 

第２４条 学位論文及び最終試験は、研究科教授会の意見を聴き、学長が合否を決定する。 

（学位の授与） 

第２５条 学長は、前条により本学大学院の課程を修了した者には、次の学位を授与する 

研究科名 専攻名 課程 学位 

医学研究科 
医科学専攻 博士課程 博士（医学） 

先端医学専攻 博士課程 博士（医学） 

薬学研究科 医療薬学専攻 博士課程 博士（薬学） 

看護学研究科 看護学専攻 
博士前期課程 修士（看護学） 

博士後期課程 博士（看護学） 

リハビリテーション 

科学研究科 

リハビリテーション 

科学専攻 

修士課程 修士（医療科学） 

博士後期課程 
博士（リハビリテ

ーション科学） 

② 医学研究科において、学長は、博士課程を経ない者又は修了しない者で、兵庫医科大

学学位規程（以下「学位規程」という。）に定めるところにより、学位論文を提出し、そ

の審査及び試験に合格した者には、博士（医学）の学位を授与する。 

③ その他学位に関する必要な事項は、学位規程に定める。

第５章 学年、学期及び休業日 

（学年） 

第２６条 学年は４月１日に始まり、翌年３月３１日に終る。 

（学期） 

第２７条 学年を分けて、次の２学期とする。 

前 期  ４月１日から９月３０日まで 

後 期  １０月１日から翌年３月３１日まで 

（休業日） 

第２８条 学年中の休業日は、次のとおりとする。 

１ 日   曜   日  

２ 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日 

３ 春 季 休 業 日  

４ 夏 季 休 業 日  

５ 冬 季 休 業 日  

② 前項第３号から５号については、別に定める。

③ 必要がある場合は、学長は、第１項の休業日を変更することができる。
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④ 第１項に定めるもののほか、学長は、臨時の休業日を定めることができる。

第６章 入学、休学、退学等 

（入学の時期） 

第２９条 入学の時期は、学年の始めとする。 

（入学資格） 

第３０条 医学研究科博士課程又は薬学研究科博士課程に入学することができる者は、次

の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 大学の医学、歯学又は修業年限が６年の薬学若しくは獣医学を履修する課程を卒業

した者 

２ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

３ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

４ 外国において、学校教育における１８年の課程（最終の課程は医学、歯学、薬学又

は獣医学）を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号又は第２号に定める者と同等

以上の学力があると認めた者で、２４歳に達した者 

② 看護学研究科博士前期課程又はリハビリテーション科学研究科修士課程に入学するこ

とができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、看護学研究科博士

前期課程においては、看護師免許を取得している者とする。 

１ 大学を卒業した者 

２ 大学改革支援・学位授与機構から学士の学位を授与された者 

３ 外国において学校教育における１６年の課程を修了した者 

４ 文部科学大臣が指定した専修学校の専門課程を修了した者 

５ 文部科学大臣の指定した者 

６ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者と同等以上の学力

があると認めた者で、２２歳に達した者 

③ 看護学研究科博士後期課程又はリハビリテーション科学研究科博士後期課程に入学す

ることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 

１ 修士の学位又は専門職学位を有する者 

２ 外国において修士の学位又は専門職学位に相当する学位を授与された者 

３ 外国の学校が行う通信教育を我が国において履修し、修士の学位又は専門職学位に

相当する学位を授与された者 

４ 我が国において、外国の大学院相当として指定した外国の学校の課程（文部科学大

臣指定外国大学（大学院相当）日本校）を修了し、修士の学位又は専門職学位に相当

する学位を授与された者 
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５ 国際連合大学の課程を修了し、修士の学位に相当する学位を 授与された者 

６ 文部科学大臣の指定した者 

７ 研究科において、個別の入学資格審査により、第１号に定める者と同等以上の学力

があると認めた者で、２４歳に達した者 

（入学者の選考） 

第３１条 入学者は、研究科教授会で選考の上、学長が合格者を決定する。 

② 選考方法は、各研究科の定めるところによる。

（入学手続き） 

第３２条 前条の選考に合格した者は、指定する期日までに、入学金、授業料等を納入す

るとともに、本学大学院所定の書類を添えて入学の手続きを完了しなければならない。 

（入学許可） 

第３３条 学長は、前条の手続きを完了した者につき、入学を許可する。 

（休学及び復学） 

第３４条 疾病その他のやむを得ない事由により、３ヶ月を超えて出席することができな

いときは、事由を具して保証人連署の上学長に願い出て、その許可を得、休学すること

ができる。ただし、疾病の場合は、診断書を添付しなければならない。 

② 疾病その他の事由により修学することが不適当と認められる場合には、学長は休学を

させることができる。 

③ 休学期間は、医学研究科はその年度末までの１年以内とする。ただし、特別の理由が

ある場合は、さらに１年度以内に限り休学を認めることができるが、通算して２年を超

えることはできない。その他の研究科は、連続して２年又は通算して修業年限を超える

ことはできない。ただし、特別の理由がある場合は、さらに１年度以内に限り休学を認

めることができる。 

④ 休学期間は、これを在学期間に算入しない。

⑤ 休学している者又は休学期間を終了した者が、復学しようとするときは、その事由が

消滅したことを証する書類を付した復学願を学長に提出し、その許可を受けなければな

らない。ただし、疾病などによる休学の場合は、休学事由が消滅したと認めた医師の診

断書を添付しなければならない。この場合、本学は、本学が承認した医療機関又は医師

の診断書を提出させることがある。 

（退学） 

第３５条 疾病その他のやむを得ない事由により退学しようとする者は、その事実を証す

る書類を添え、保証人連署で学長に退学願を提出して、許可を受けなければならない。 
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（転学、転入学） 

第３６条 本学大学院から他の大学の大学院へ転学しようとする者は、所定の手続により、

学長に願い出て許可を受けなければならない。 

② 学長は、他の大学の大学院から本学大学院へ転入学を願い出た者があるときは、欠員

がある場合に限り、許可することがある。 

③ 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の取扱いは、研究科

教授会の意見を聴き、学長が定める。 

（転科） 

第３７条 学長は、本学大学院に在籍する者で、本学の他の研究科に転科を願い出た者が

あるときは、欠員がある場合に限り、許可することがある。 

② 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の取扱いは、研究科

教授会の意見を聴き、学長が定める。 

③ その他研究科の転科に関する事項は別に定める。

（再入学） 

第３８条 学長は、第３５条の規定により退学した者で、再入学を願い出た者があるとき

は、欠員のある場合又は教育に妨げのない場合に限り、相当の学年に入学を許可するこ

とがある。 

② 既に履修した授業科目、修得した単位及び在学期間の取扱いは、研究科教授会の意見

を聴き、学長が定める。 

（外国留学） 

第３９条 外国の大学院に留学を志望する学生は、書面をもって学長に願い出て、その許

可を受けなければならない。 

② 前項の許可を得て留学した期間は、第２２条に定める課程修了の要件としての在学期

間に加えることができる。 

③ 外国留学において、修得した単位の取扱いは、第１６条第１項の規定を準用する。

（専攻の変更） 

第４０条 学長は、専攻の変更を志願するときは、選考の上許可することがある。 

② 前項の場合において、既に修得した授業科目の単位及び在学期間の認定は、研究科教

授会の意見を聴き、学長が行う。 

（除籍） 

第４１条 次の各号のいずれかに該当する者については、研究科教授会の意見を聴き、学

長が除籍する。 

１ 死亡、又は長期にわたり行方不明の者 

２ 第８条の在学年限を超えた者 
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３ 第３４条第３項の休学期間を超えた者 

４ 授業料等の納付を怠り、督促を受けてもなお納付しない者 

５ 疾病、その他の事由により成業の見込みがないと認められる者 

６ 他の大学院、大学、短期大学、又は高等専門学校に在籍していることが明らかにな

った者 

② 除籍の手続きについては、別に定める。

第７章 学生行動規範 

第４２条 学生の心得、規律等については、別に定める。 

第８章 賞 罰 

（表彰） 

第４３条 学業成績が特に優秀な者、又は他の学生の模範となる行為をした者は、表彰す

る。 

② 表彰は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。

（懲戒） 

第４４条 本学の規則に違背した者、又は学生の本分に反する行為があった者は、懲戒に

関する手続きを経て懲戒する。ただし、その情状によっては、懲戒の程度を軽減し、あ

るいは懲戒しないことがある。 

② 懲戒は、戒告、停学及び退学の３種とする。

③ 懲戒の対象となる行為は、次の各号の行為をいう。

１ 犯罪行為等、社会の秩序を乱す行為 

２ ハラスメント等、著しく人権を侵害する行為 

３ 学生の本分に背く行為 

４ 本学の名誉を汚す行為 

５ 本学の学則及び規程に違反する行為 

６ 研究倫理に反する行為 

７ 本学の教育・研究活動を妨害する等、本学の秩序を乱す行為 

④ 懲戒は、研究科教授会の意見を聴き、学長が行う。

⑤ 懲戒に関する規程は、別に定める。

第９章 学 費 等 

（入学検定料及び授業料等） 

第４５条 入学検定料及び授業料等については、別表１に示すとおりとする。 

② 授業料等は、次の期間に納付しなければならない。

１ 医学研究科 

一年分 ４月１日から４月１５日まで 

２ 薬学研究科、看護学研究科、リハビリテーション科学研究科 
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前期分 ４月１日から４月１５日まで 

後期分 １０月１日から１０月１５日まで 

（休学、復学、退学及び除籍の場合の授業料等） 

第４６条 休学期間中の学費は免除する。ただし、休学又は復学した日の属する期分の学

費は、返還しない。退学又は除籍されたとき、若しくは退学の処分を受けた場合も同様

とする。 

第１０章    大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生等 

（大学院聴講生） 

第４７条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の聴講を希望する者については、

医学研究科を除き、本学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、聴講生として入学を

許可することがある。 

（大学院研究生） 

第４８条 本学大学院において特定の事項について研究を希望する者については、医学研

究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考のうえで、研究生として入学

を許可することがある。 

（大学院科目等履修生） 

第４９条 本学大学院の授業科目中、１科目又は数科目の履修を希望する者については、

本学の教育に妨げのない限り、選考のうえで、科目等履修生として入学を許可すること

がある。 

（大学院受託生） 

第５０条 本学以外の機関等から、その所属職員について、研究の指導又は研修の委託の

願い出があるときは、医学研究科を除き、本学の教育及び研究に妨げのない限り、選考

のうえで、受託生として入学を許可することがある。 

（特別研究学生） 

第５１条 他大学の大学院学生で、本学において研究指導を受けようとする者があるとき

は、当該大学との協議に基づき、特別研究学生として受け入れることがある。 

（その他） 

第５２条 大学院聴講生、大学院研究生、大学院科目等履修生、大学院受託生及び特別研

究学生に関する規程は、別に定める。 
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第１１章 外国人特別学生 

（外国人特別学生） 

第５３条 外国人で、本学大学院に入学を志願する者があるときは、外国人特別学生とし

て選考の上入学を許可することがある。 

② 外国人特別学生には、この学則を準用する。

第１２章 学則の改廃 

（改廃） 

第５４条 大学院学則の改廃は、学長が発議し、研究科教授会及び大学運営会議の意見を

聴き、理事会が行う。 

附 則 

この学則は、昭和５３年４月１日から施行する。 

 附 則 

この改正は、昭和５６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５７年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和５９年１１月２７日から施行する。 

附 則 

この改正は、昭和６２年５月２５日から施行し、昭和６２年４月１日から適用す

る。 

附 則 

この改正は、平成元年１１月２０日から施行し、平成元年４月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２年４月１日から施行し、平成２年２月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成３年１０月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成３年１２月２４日から施行し、平成３年７月１日から適用する。 
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附 則 

この改正は、平成８年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成９年１０月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１０年７月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１１年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１２年１月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１２年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１３年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１４年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１４年１１月２６日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１５年５月２７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１６年１２月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１７年４月１日から施行する。 
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附 則 

この改正は、平成１７年５月２７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１７年１１月２８日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１８年４月１日から施行する。ただし、平成１８年４月１日に

おいて現に兵庫医科大学の大学院生である者（第１学年次に在籍する者は除く）

及びこれらの者と同一の年次に転入学又は再入学する者に係る所属専攻について

は、この学則改正後の規程にかかわらず、なお、従前の規程による。 

附 則 

この改正は、平成１８年１１月２７日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成１９年４月１日から施行する。ただし、平成１７年度以前に入

学した者及びこれらの者と同一の年次に転入学又は再入学する者に係る所属専攻

については、この学則改正後の規程にかかわらず、第４０条を除き、従前の規程

による。 

附 則 

この改正は、平成１９年１０月２２日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２０年７月２８日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

この改正は、平成２３年４月１日から施行する。 
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附 則 

この改正は、平成２３年９月２７日から施行する。ただし、入学資格の改正については、

平成２３年７月１日から適用する。 

附 則 

この改正は、平成２６年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、平成２７年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、平成２８年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、平成２９年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、平成３１年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、２０２０年４月１日より施行する。 

附 則 

この改正は、２０２０年１１月２６日から施行し、第１４条第３項の規定ならびに別表

の改正については、２０２０年４月１日から適用する。 

  附 則 

①この改正は、２０２２年４月１日から施行する。

②２０２２年度に兵庫医療大学大学院から、本学の薬学研究科、看護学研究科及び医療科

学研究科に転入学した学生についての別表２の授業料及び教育充実費は、兵庫医療大学

大学院入学時の金額を適用する。

附 則 

この改正は、２０２２年１０月６日から施行する。 

附 則 

この改正は、２０２３年４月１日から施行する。なお、従前記載の別表１（専攻別授業
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科目及び単位数）を削除する。また、別表２を別表１に変更する。 

附 則 

①この改正は、２０２４年４月１日から施行する。

②医療科学研究科 医療科学専攻は、２０２４年４月１日よりリハビリテーション科学

研究科 リハビリテーション科学専攻に名称を変更する。

附 則 

この改正は、２０２５年４月１日から施行する。 
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別表１ 

単位（円） 

研究科名 課程 
入学 
検定料 

入学金 
授業料 
（年額） 

教育 
充実費 
（年額） 

学費 
（年額） 

医学研究科 博士課程 30,000 100,000 150,000 100,000 250,000 

薬学研究科 博士課程 30,000 100,000 400,000 100,000 500,000 

看護学研究科 

博士前期課程 30,000 100,000 400,000 100,000 500,000 

博士後期課程 30,000 100,000 500,000 100,000 600,000 

リハビリテー

ション科学 

研究科 

修士課程 30,000 100,000 400,000 100,000 500,000 

博士後期課程 30,000 100,000 500,000 100,000 600,000 

※学費：授業料と教育充実費の合計 

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合がある。 
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兵庫医科大学学位規程（案）

（目的） 

第１条 この規程は、学位規則（昭和２８年４月文部省令第９号）に基づき、兵庫医科大

学（以下「本学」という。）において授与する学位に関し、必要な事項を定める。 

（学位の種類） 

第２条 本学において授与する学位及び付記する分野の名称は、別表のとおりとする。 

（学位授与の要件）

第３条 本学において授与する学位は学士、修士及び博士とする。

② 学士の学位は、学士課程を修了した者に授与する。

③ 修士の学位は、大学院修士課程及び博士前期課程を修了した者に授与する。

④ 博士の学位は、大学院博士課程及び博士後期課程を修了した者に授与する。なお、医

学研究科における課程を経ない者の学位の授与は、第１２条に定める。 

（学位の申請）

第４条 修士又は博士の学位を申請する者は、医学研究科は指導教授、その他の研究科は

研究指導教員の承認を得て、所定の期限までに学位申請書に学位論文その他必要書類を

添え、学長に提出する。

② 提出する学位論文は、一編とする。ただし、参考として他の論文を添付することがで

きる。

（学位論文の受理）

第５条 修士又は博士の学位論文は、学長が受理する。

② 学長は、学位論文を受理したときは、研究科教授会にその審査を付託する。

③ 受理した学位論文は、いかなる事由があっても返還しない。

（審査委員会） 

第６条 修士又は博士の学位論文の審査を付託された研究科教授会は、学位論文ごとに、

研究科教授会構成員３名から成る学位論文審査委員会（以下「審査委員会」という。）を

設ける。 

（審査委員会の任務） 

第７条 前条に規定する審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を行う。 

② 審査委員会は、学位の申請者に対し、審査に必要な資料の提出を求めることができる。

（最終試験） 

第８条 最終試験は、修士又は博士の学位論文及び関連する授業科目について口頭又は筆

答により行う。 
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（審査期間） 

第９条 修士又は博士の学位論文の審査及び最終試験は、在学期間中に終了しなければな

らない。 

（審査委員会の報告） 

第１０条 審査委員会は、学位論文の審査及び最終試験を終了したときは、論文審査結果

の要旨及び最終試験の結果の要旨を、文書をもって研究科教授会に報告する。 

（研究科教授会での評価） 

第１１条 研究科教授会は、前条の報告に基づき、学位論文及び最終試験の結果を評価す

る。 

（医学研究科における課程を経ない者の学位の申請・審査・試験等）

第１２条 学位論文を提出して学位を申請しようとする者は、医学研究科で実施する外国

語試験に合格し、研究歴の認定を受けなければならない。研究歴の認定条件は別途定め

る。

② 申請者は指導教授の承認を得て、学位申請書に学位論文、副論文、論文目録、学位論

文要旨、履歴書、研究歴認定証、卒業証明書その他必要書類並びに学位論文審査料を添

え、学長に提出する。

③ 提出する学位論文は、単著又は申請者が筆頭著者である一編とし、他に副論文を一編

以上添付する。 

④ 医学研究科に４年以上在学し所定の単位を取得して退学した者の取扱いについては、

課程による者の学位論文審査等に関する申合せ第２項－２に基づくものとする。 

⑤ 医学研究科を所定の期間在学しないで退学した者が、再入学しないで学位論文を提出

しようとするときは、前各項による。

⑥ 試験は、学位論文及び関連ある領域について、口頭又は筆答により行うものとし、併

せて当該課程を修了した者と同等以上の学識を有するか否かについて確認するものとす

る。

⑦ 学位論文の受理、審査、試験等に関しては、第５条から第１１条を準用する。この場

合において「最終試験」は、「試験」と読み替えるものとする。

⑧ 学位論文の審査及び試験は、学位論文を受理した後１年以内に終了しなければならな

い。ただし、特別の事由があるときは、医学研究科教授会の議を経て、その期間を延長

することができる。

（学長への報告）

第１３条 学部長は、卒業の資格を与えた者について学長に報告するものとする。 

② 研究科長は、研究科教授会の評価結果を学長に報告するものとする。
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（学位の授与） 

第１４条 学長は、学部長及び研究科長の報告により、学位の授与を決定した者に、別表

様式の学位記を授与する。 

② 否決した者には、その旨を通知する。

（学位授与報告及び学位論文要旨の公表） 

第１５条 前条により博士の学位を授与したときは、その日から３カ月以内に、文部科学

大臣に所定の学位授与報告書を提出するとともに、その学位論文要旨及び審査結果の要

旨を指定された方法で公表する。 

（学位論文の公表） 

第１６条 博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から１年以内に、その学位

論文の全文を公表しなければならない。ただし、学位を授与される前に既に公表したと

きは、この限りでない。 

② 前項にかかわらず博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、

研究科教授会の承認を受けて、当該論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表

することができる。この場合、研究科教授会は、その論文の全文を求めに応じて閲覧に

供するものとする。

② 博士の学位を授与された者が行う前２項による公表は、インターネットの利用により

行うものとする。

（論文要旨等の公表）

第１７条 博士の学位を授与したときは、本学は著作権許諾が下りるまでの間は論文要旨

及び審査結果の要旨を、授与した日から３カ月以内にインターネットにより公表する。 

（博士の学位授与の報告） 

第１８条 学長は、博士の学位を授与したときは、当該学位を授与した日から３カ月以内

に、所定の学位授与報告書を文部科学大臣に提出する。 

（学位の名称の使用） 

第１９条 学位の授与を受けた者が、学位の名称を用いるときは、本学の名称を付記しな

ければならない。 

（学位授与の取消） 

第２０条 本学の学位を授与された者が、次の各号の一に該当するときは、学長は、教授

会又は研究科教授会の意見を聴き、学位の授与を取り消し、学位記を返還させ、かつ、

その旨を公表する。

１ 不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき

２ その栄誉を汚辱する行為があったとき

② 前項の審議は、教授会又は研究科教授会の３分の２以上の出席を必要とし、可決する
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には、出席者の過半数の賛成がなければならない。

（学位記） 

第２１条 学位記は、別表様式の通りとする。 

（学位記の再交付） 

第２２条 学位記の再交付は、原則として行わない。ただし、やむを得ない事由があり、

かつ、再交付することが可能な場合に限り交付することがある。 

（審査料） 

第２３条 修士課程及び博士前期課程、博士課程及び博士後期課程の学位論文審査料は

免除、医学研究科の課程を経ない者による学位論文審査料は、２０万円とする。 

② 既に納付した学位論文審査料は、いかなる事由があっても返還しない。

（博士学位論文の保存） 

第２４条 博士の学位を授与された者の提出論文は、論文全文データを兵庫医科大学機関

リポジトリに登録することにより、大学として保存する。 

（事務） 

第２５条 この規程に関する事務は、大学事務部が行う。 

（改廃）

第２６条 この規程の改廃は、教授会及び研究科教授会の意見を聴き、大学運営会議の議

を経て、学長が行う。

附 則 

この規程は、昭和56年11月9日から施行する。 

 附 則 

この改正は、平成3年12月24日から施行し、平成3年7月1日から適用する。 

 附 則 

この改正は、平成8年12月5日から施行する。 

 附 則 

この改正は、平成15年5月1日から施行する。 

 附 則 

この改正は、平成25年12月11日から施行し、平成25年4月1日から適用する。 

改正後の第１７条及び第１８条の規定は、平成25年4月1日以降に学位を授与した場合に
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ついて適用し、同日前に博士の学位を授与した場合については、従前の例による。 

 附 則 

この改正は、平成28年4月1日から施行する。 

 改正後の第４条第２項の規定は、平成28年3月31日までに満期退学した学生について、従

前の例による。 

 附 則 

この改正は、2022年4月1日から施行する。 

附 則

この改正は、2022年10月1日から施行する。

附 則

この改正は、2022年12月13日から施行する。

附 則

この改正は、2024年4月1日から施行する。

附 則

この改正は、2025年4月1日から施行する。
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別表 （学位の名称及び付記する分野の名称）

（１）学士の学位  (学士課程) 
学部 学科 学位

医学部 医学科 学士(医学) 
薬学部 医療薬学科 学士(薬学） 
看護学部 看護学科 学士(看護学） 

リハビリテーション学部
理学療法学科 学士(理学療法学） 
作業療法学科 学士(作業療法学） 

（２）修士の学位 

（看護学研究科：博士前期課程）

（リハビリテーション科学研究科：修士課程）

研究科 専攻 学位 

看護学研究科 看護学専攻 修士（看護学）

リハビリテーション科学研

究科

リハビリテーション科学専

攻  
修士（医療科学）

（３）博士の学位 

（医学研究科・薬学研究科：博士課程）

  （看護学研究科・リハビリテーション科学研究科：博士後期課程）

研究科 専攻 学位 

医学研究科
医科学専攻 博士（医学）

先端医学専攻 博士（医学）

薬学研究科 医療薬学専攻 博士（薬学）

看護学研究科 看護学専攻 博士（看護学） 

リハビリテーション科学研

究科 

リハビリテーション科学専

攻 

博士（リハビリテーション

科学） 
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別表様式（学位記）

【医学部・薬学部・看護学部・リハビリテーション学部 学士課程】

  第   号

  学 位 記

 氏  名

年   月   日生 

 本学○○学部○○学科の課程を修了し所定の学修成果に到達したことを認め学士（〇

〇学）の学位を授与する

 年  月 日

兵庫医科大学長  印 

【看護学研究科 博士前期課程】

【リハビリテーション科学研究科 修士課程】

  第   号

  学 位 記

 氏  名

年   月   日生 

 本学大学院○○研究科○○専攻の○○課程において所定の単位を修得し学位論文の 

審査及び最終試験に合格したので修士(○○学)の学位を授与する。 

 年   月 日

兵庫医科大学長  印 
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【医学研究科 博士課程】

学

位

記
氏

名

年

月

日
生

本
学
大
学
院
医
学
研
究
科
〇
〇
専
攻
の
博
士
課

程
に
お
い
て
所
定
の
単
位
を
修
得
し
左
記
学
位
論

文
の
審
査
及
び
最
終
試
験
に
合
格
し
た
の
で
博
士

(

医
学)

の
学
位
を
授
与
す
る

学
位
論
文
名

年

月

日

兵
庫
医
科
大
学
長

印

甲
第

号

【薬学研究科 博士課程】

【看護学研究科・リハビリテーション科学研究科 博士後期課程】

  甲第   号

  学 位 記  

 氏  名

年   月   日生 

 本学大学院○○研究科○○専攻の○○課程において所定の単位を修得し下記学位論文

の審査及び最終試験に合格したので博士(○○学)の学位を授与する 

学位論文名

 年   月 日

兵庫医科大学長  印 

－設置の趣旨（資料）－27－



【医学研究科 課程を経ない者】

学

位

記
氏

名

年

月

日
生

本
大
学
に
左
記
学
位
論
文
を
提
出
し
所
定
の
審

査
及
び
試
験
に
合
格
し
た
の
で
博
士(

医
学)

の
学

位
を
授
与
す
る

学
位
論
文
名

年

月

日

兵
庫
医
科
大
学
長

印

乙
第

号
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アドミッション・ポリシーディプロマ・ポリシー カリキュラム・ポリシー

DP1 研究マネジメント力
自らリハビリテーション科学に関連する研
究をデザインし、研究計画の立案、研究の
実施、データ解析、結果のまとめ、論文執
筆に至る一連の研究の流れをマネジメント
できる能力を有する。

DP2 論理的思考力
物事を論理的に考え、幅広い視野を持って
様々な研究に取り組んでいく能力を有する。

DP3 創造力
将来を見据えた先進的な視点を持ち、新し
いことにチャレンジするような創造力を有
する。

DP4 発信力
研究を実施するだけでなく、リハビリテー
ション科学に関連する自らの研究成果を広
く世界に向けて国際学会や国際誌等で発信
できる能力を有する。

AP1
責任感や高い倫理観に基づき研究を継続
する能力を有する。

AP2
リハビリテーション科学の研究によって、
この分野の発展に貢献するだけでなく、
リーダーとなる意欲を有する。

AP3
研究者及び優れた研究能力を備えた高度
専門職者として、コミュニケーション能
力と意欲を有する。

AP4
新しい研究分野に取り組む高い意識と創
造力を有する。

AP5 
国際的感覚及び語学力を有し、グローバ
ルな視点で先進的な研究を推進し、その
成果を世界に向けて発信する意志を有す
る。

CP1
リハビリテーション科学分野の具体的な課題を自ら設定し、研究デザインから論文執筆、
研究成果発信までの一連のプロセスを高いレベルで遂行できる人材を養成するための科目
を配置します。

〔特別研究〕

CP2
リハビリテーション科学を発展・深化させるために必要な総合的な視野と研究能力の獲
得を目指した科目を配置します。

〔リハビリテーション科学特講〕

CP3
論理的思考に基づき高度な研究課題に実践的に取り組む能力を身に付ける科目を配置し
ます。

〔リハビリテーション科学特講演習〕

CP4
リハビリテーション科学分野において新たな展開が期待されるテーマに対して、将来を
見据えた先進的・学際的視点に基づき解決策を創造・発信する能力を身に付ける科目を
配置します。

〔先進リハビリテーション学〕

CP5
新たな知見の創造、及び情報発信を国際的フィールドで展開することをスタンダードと
する科目を配置します。

〔Scientific English〕

以下の能力を有する人材を養成することを教育目標とする。

1. 自らの研究によりリハビリテーション科学分野におけるエビデンスを創出できる人材

2. リハビリテーション科学を牽引していくリーダー的役割を果たせる人材

3. 地方公共団体との協働により地域保健計画の策定等に貢献できる人材

4. 産学連携によりリハビリテーション科学分野における機器開発を担える人材

5. リハビリテーション科学分野における国際的なフィールドで活躍できる人材

特に関連が強いものを太線、一定の関連があるものを細線で示す。

目
的

リハビリテーション科学研究科博士後期課程 ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシー、授業科目、アドミッション・ポリシーの関連

リハビリテーション科学の追求と創生に向けた取り組みを展開することにより、この領域の更なる発展を担
うことができる研究者及び優れた研究能力を備えた高度専門職者を育成する。

目
的

教
育
目
標
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兵庫医科大学大学院リハビリテーション科学研究科履修規程（案） 

（目的） 

第１条 この規程は、兵庫医科大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）に基づき、 

履修方法等について必要な事項を定める。 

（履修手続き） 

第２条 学生は入学時に履修しようとする授業科目を定め、履修届を所定の期日までに提

出しなければならない。 

② １年次の履修状況に応じて、履修登録に変更・追加の必要性が生じた場合には、翌年

次が始まる前に履修変更届を提出しなければならない。 

③ 履修届提出後は、授業科目を変更又は取り消すことはできない。ただし、特別の理由

があるときには指導教員と当該担当教員の了承を得てリハビリテーション科学研究科教

授会（以下「研究科教授会」という。）に変更を願い出ることができる。 

（履修の禁止） 

第３条 次に掲げる授業科目は、履修することができない。 

１ 授業時間が重複する授業科目 

２ 専門教育における専攻分野以外の演習科目 

（成績の評価） 

第４条 成績評価は、優、良、可を合格とし、その科目の担当教員が次の基準により行う。 

評 価 評 点 

優 100点から 80点まで 

良 79点から 70 点まで 

可 69点から 60 点まで 

不可 59点以下 

（単位の認定） 

第５条 試験及びレポート等による成績評価に基づき単位認定を行う。 

（修士課程の修了要件） 

第６条 ３０単位以上の単位修得並びに学位論文の審査及び最終試験に合格することを要

件とする。 

② 修士課程の修了に必要な単位の内訳は次のとおりとする。なお、授業科目及び科目毎

の単位数については、別に定める。 
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リハビリテーション科学研究科 修士課程 履修単位 

科 目 修 了 要 件

共通科目（修士・博士前期課程） 2単位以上

専門基礎科目 12単位以上

専門科目 特論 2単位、演習 6単位を含め 8単位以上

研究指導科目 8単位以上

（博士後期課程の修了要件） 

第７条 １８単位の単位修得並びに学位論文の審査及び最終試験に合格することを要件と

する。 

② 博士後期課程の修了に必要な単位の内訳は、次のとおりとする。なお、授業科目及び

科目毎の単位数については、別に定める。 

リハビリテーション科学研究科 博士後期課程 履修単位 

科 目 修 了 要 件

専門基礎科目 2単位

専門科目 4単位

研究指導科目 12単位

（年次研究計画書の提出） 

第８条 学生は指導教員の指導のもと研究計画書を作成し、提出する。 

（年次研究指導計画書の作成） 

第９条 指導教員は各学年次開始当初に学生と面談を行い、当該年度１年間の研究予定等

について年次研究指導計画書を作成し、学生に明示する。 

（年次研究結果報告書の提出） 

第１０条 学生は指導教員の指導のもと年次研究結果報告書を作成し、提出する。 

（年次研究指導報告書の作成） 

第１１条 指導教員は年度末までに学生と面談を行い、当該年度１年間の研究指導等につ

いて年次研究指導報告書を作成する。 

（学位論文審査及び最終試験） 

第１２条 審査を受ける学生は、学位論文及び審査申請書を提出する。 

② 学位論文審査及び最終試験については、兵庫医科大学学位規程（以下「学位規程」と

いう。）の定めによる。 
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（在学期間延長学生） 

第１３条 博士後期課程において、３年の標準修業年限を在学したが、特別研究の単位の

みを修得できなかった場合は、在学期間延長学生として取り扱うことを学長が決定する。 

② 前項の在学延長期間は、大学院学則第８条第２項の在学年限を超えることはできない。 

（在学期間延長学生の学費） 

第１４条 前条第１項の在学期間延長学生の学費は、授業料 80,000 円（年額）、教育充実

費 40,000円（年額）とする。ただし、学期の途中で修了した場合は、修了した日の属す

る期分の学費は返還しない。 

（その他） 

第１５条 大学院学則、学位規程及びこの規程に定めるもののほか、授業科目の履修等に

関し、必要な事項は研究科教授会において定めるものとする。 

（事務） 

第１６条 この規程に関する事務は、大学事務部が行う。 

（改廃） 

第１７条 この規程の改廃は、学長が発議し、研究科教授会及び大学運営会議の意見を聴

き、常務会が行う。 

   附 則 

この規程は、2022年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この改正は、2024年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この改正は、2025年 4月 1日から施行する。 
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兵庫医科大学大学院リハビリテーション科学研究科早期修了に関する規程（案） 

（趣旨） 

第１条 この規程は、兵庫医科大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）に基づき、

リハビリテーション科学研究科（以下「本研究科」という。）の早期修了に関して必要な

事項を定める。 

（修士課程の早期修了要件） 

第２条 早期修了を希望する修士課程の大学院生は、次に挙げる第１号から第５号の要件

を満たしていなければならない。 

１ 修士課程に１年以上在学し、「特論演習」及び「リハビリテーション科学研究」以外

の修士課程共通科目、専門基礎科目、専門科目の単位を修得していること。 

２ 学位論文審査の申請時に、研究指導教員が作成した所定の「早期修了推薦書」を提

出すること。 

３ 「リハビリテーション科学研究」の科目において研究指導を受け、兵庫医科大学学

位規程（以下「学位規程」という。）に定める学位論文が提出できること。 

４ 学位論文の一部又は全部が査読のある学術雑誌等に掲載又は掲載予定であること。 

５ 長期履修生ではないこと。 

② 提出した論文が大学院学則に基づく学位論文として認められた場合に限り、「特論演習」

及び「リハビリテーション科学研究」の科目は履修期間途中であっても、履修を修了した

ものとみなす。 

（博士後期課程の早期修了要件） 

第３条 早期修了を希望する博士後期課程の大学院生は、次に挙げる第１号から第５号の

要件を満たしていなければならない。 

１ 博士後期課程に２年以上在学し、「特別研究」以外の科目の単位を修得していること。 

２ 学位論文審査の申請時に、研究指導教員が作成した所定の「早期修了推薦書」を提

出すること。 

３ 筆頭著者として査読付き国際（英文）学術雑誌に原著論文が１編、加えて筆頭著者

として査読付き学術雑誌に原著論文等が１編掲載されている（若しくは掲載が確定して

いる）こと。 

４ 第３号の論文は、在学期間中に投稿されたものであること。 

５ 長期履修生ではないこと。 

② 提出した論文が大学院学則に基づく学位論文として認められた場合に限り、「特別研究」

は履修期間途中であっても、履修を修了したものとみなす。 

（学位論文審査） 

第４条 早期修了を希望する大学院生にあっても、学位規程に基づく所定の手続きを経な

ければならない。ただし、手続きに係る「審査期間」、「最終試験」については、別途、
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本研究科教授会で検討する。 

（事務） 

第５条 この規程に関する事務は、大学事務部が行う。 

（改廃） 

第６条 この規程の改廃は、学長が発議し、本研究科教授会及び大学運営会議の意見を聴

き、常務会が行う。 

（その他） 

第７条 早期修了を希望する大学院生については、この規程に定めるもののほか、必要事

項は大学院学則及び諸規則を準用する。 

附 則 

この規程は、2022年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この改正は、2024年 4月 1日から施行する。 

附 則 

この改正は、2025年 4月 1日から施行する。 
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兵庫医科大学大学院リハビリテーション科学研究科学位論文審査基準（案） 

（趣旨） 

第１条 兵庫医科大学大学院学位規程に基づき、リハビリテーション科学研究科（以下「本

研究科」という。）学位論文審査基準について定める。 

（修士課程の学位論文審査基準） 

第２条 修士課程における学位論文審査基準を次のとおり定め、審査は総合的に判断して

行う。 

１） リハビリテーション科学研究として意義がある 

２） 研究動機、研究目的が明確に示されている 

３） 十分な文献検討が行われている 

４） 研究目的に沿った研究方法（対象・データ収集並びに分析）が適切に用いられてい

る 

５） 分析結果が適切に提示されている 

６） 一貫性・論理性のある論文である 

７） 適切な文献を用い、結果を踏まえた適切な考察を行っている 

８） 参考文献の記述を含め論文としての形式が整っている 

９） 倫理的事項が遵守されている 

１０）プレゼンテーションが論理的かつ分かりやすく実施されている 

１１）質疑応答にも適切に対応できる 

（博士後期課程の学位論文審査基準） 

第３条 博士後期課程における学位論文審査基準を次のとおり定め、審査は総合的に判断

して行う。 

１） リハビリテーション科学研究として医学的もしくは社会的意義がある 

２） 研究動機、研究目的が明確に示されており、新規性が十分に備わっている 

３） 十分な文献検討が行われている 

４） 研究目的に沿った研究方法（対象・データ収集並びに分析）が適切に用いられてい

る 

５） 分析結果が適切に提示されている 

６） 一貫性・論理性のある論文である 

７） 適切な文献を用い、結果を踏まえた深い考察を行っている 

８） 参考文献の記述を含め論文としての形式が整っている 

９） 倫理的事項が遵守されている 

１０）英語表現が適切である 

１１）プレゼンテーションが論理的かつ分かりやすく実施されている 

１２）質疑応答にも適切に対応できる 
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（学位論文審査基準の公表） 

第４条 学位論文審査基準は本研究科大学院生に周知するとともに、インターネットにより

公表する。 

（改廃） 

第５条 この基準の改廃は、本研究科教授会及び大学運営会議の意見を聴き、学長が行う。 

附 則 

この基準は、2024年 4月 1日から施行する。 

ただし、第３条に関しては、2025年 4月 1日から施行する 
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兵庫医科大学大学院リハビリテーション科学研究科博士後期課程 

学位論文審査に関する内規（案） 

（趣旨） 

第１条 この内規は、兵庫医科大学学位規程（以下「学位規程」という。）に基づき、リハ

ビリテーション科学研究科（以下「本研究科」という。）博士後期課程における学位論文

審査及び最終試験に関して必要な事項を定める。 

（学位論文審査の申請資格） 

第２条 学位論文審査申請の資格を有する者とは、本研究科博士後期課程に２年以上在学

し、特別研究以外の単位を修得又は修得見込みの者で、学位論文審査及び最終試験に合

格することによって、本研究科博士後期課程の修了が見込める者とする。 

（学位論文審査の申請書類の提出） 

第３条 学位論文審査を申請する者は、指導教員の承認を得た上で、次に掲げる書類を学位

規程に従い提出するものとする。 

（１） 学位論文審査申請書 

（２） 学位論文 

（３） 主論文 

（４） 論文目録 

（５） 学位論文要旨 

（６） 学位論文審査委員会委員選出依頼書 

（７） 学位論文発表会申込書 

（８） 共著者承諾書（主論文に共著者がいる場合） 

（９） 倫理審査等申告書（必要な場合） 

（１０）参考論文（提出する場合） 

（１１）学位論文の要約（学位論文がインターネット上で 1年以内に公表できない場合） 

（学位論文審査の申請書類の提出期限） 

第４条 前条に定める書類の提出期限を１月中旬の所定の日とし、学位論文の題目について

は、あらかじめ１２月１日前後の所定の日に申告するものとする。なお、9月修了の場合

には、前条に定める書類の提出期限を学位論文審査の申請年度の7月とし、学位論文の題

目については6月に申告するものとする。 

（学位論文の審査委員会） 

第５条 学位規程により本研究科教授会は学位論文ごとに審査委員を主査１名と副査２名

の計３名の審査委員を選出する。なお、審査委員の選考に際しては次の点に留意する。 

１）当該学位論文の主たる指導教員及び論文共著者は審査委員となれない 

２）主査は本研究科教授会において指名する本研究科の教員とする 
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３）主査、副査のうち少なくとも１名は教授とする 

４）審査委員は指導教員の中より選考する 

５）他研究科の指導教員を含めることができる 

（学位論文審査基準） 

第６条 学位論文審査基準については、別に定める。 

（学位論文審査・最終試験） 

第７条 審査委員会は学位論文審査会を行い、審査及び最終試験終了後、速やかに審査結

果ならびに最終試験結果の要旨を本研究科教授会に報告する。 

（研究科教授会での評価） 

第８条 本研究科教授会は、前条の報告に基づき、学位論文及び最終試験の結果を評価す

る。 

（学長への報告） 

第９条 研究科長は、本研究科教授会の評価結果を学長に報告する。 

（学位の授与） 

第１０条 学長は、研究科長の報告により、学位の授与を決定する。 

（学位論文及び論文要旨等の公表） 

第１１条 学位論文審査に合格した学位論文及び学位論文要旨等については、学位規程に

従い公表するものとする。 

（事務） 

第１２条 この内規に関する事務は、大学事務部が行う。 

（改廃） 

第１３条 この内規の改廃は、本研究科教授会及び大学運営会議の意見を聴き、学長が行

う。 

附 則 

この内規は、2025年 4月 1日から施行する。 
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授業科目 教室 授業科目 教室 授業科目 教室 授業科目 教室 授業科目 教室 授業科目 教室 授業科目 教室

1年次
リハビリテーション科学特

講
G-447※2

リハビリテーション科学特

講
G-447※2

2年次

3年次

1年次
リハビリテーション科学特

講演習
G-447※2

リハビリテーション科学特

講演習
G-447※2

2年次

3年次

1年次 Scientific English※1 G-447※2
先進リハビリテーション学

※1
G-447※2

2年次
先進リハビリテーション学

※1
G-447※2 Scientific English※1 G-447※2

3年次

1年次

2年次

3年次

1年次

2年次

3年次

1年次 教育学特論 M-106 教育学特論 M-106

2年次

3年次

1年次

2年次
リハビリテーション科学教

育論（養成校教育）
M-106

リハビリテーション科学教

育論（養成校教育）
M-106

リハビリテーション科学教

育論（臨床教育）
M-106

リハビリテーション科学教

育論（臨床教育）
M-106

3年次

1年次

2年次

3年次

※1「Scientific English」，「先進リハビリテーション学」は隔年開講とする．
※2「リハビリテーション科学特講」，「リハビリテーション科学特講演習」，「Scientific English」および「先進リハビリテーション学」については対面あるいはオンラインにて開講する．
※ 研究指導科目である「特別研究」については週1回程度を目安に対面あるいはオンラインにて適宜実施することから時間割案には含めないこととする．

月

前

期

後

期

前

期

後

期

火

リハビリテーション科学研究科博士後期課程　時間割（案）

1時限 2時限 3時限 4時限 5時限
20:20~21:509:30~11:00 11:10~12:40

6時限 7時限
13:40~15:10 15:20~16:50 17:00~18:30 18:40~20:10

日

前

期

後

期

土

前

期

後

期
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兵庫医科大学大学院長期履修規程（案） 

（趣旨） 

第１条   この規程は、兵庫医科大学大学院学則（以下「大学院学則」という。）第８条第

５項の規定に基づき、薬学研究科、看護学研究科、リハビリテーション科学研究科にお

ける長期履修に関し必要な事項を定める。 

（申請資格） 

第２条  長期履修生として申請できる者は、本条第３項に定める研究科が行う入学試験に

合格した者（以下「入学予定者」という。）で次に該当する者とする。 

１ 大学院学則第８条第項から第３項までに定める標準修業年限内での修学が困難な者 

２ 正規雇用・非正規雇用にかかわらず、恒常的に勤務している者又は勤務する予定で

ある者 

② 申請資格のない者は、次のとおりとする。

１ 入院、療養、出産、長期出張、海外留学等の事由により一定期間履修することがで

きない者 

２ 外国人留学生 

③ 長期履修生を受け入れる本学大学院の研究科は、次の各号に定める研究科の修士課程

及び博士前期課程、博士課程及び博士後期課程とする。 

１ 薬学研究科 

２ 看護学研究科 

３ リハビリテーション科学研究科 

（長期履修期間及び在学年限） 

第３条   長期履修生として標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程

を履修することを認められる期間（以下「長期履修期間」という。）は年度単位とし、次

に掲げるとおりとする。 

１ 看護学研究科の博士前期課程及びリハビリテーション科学研究科の修士課程は４年

以内 

２ 看護学研究科及びリハビリテーション科学研究科の博士後期課程は６年以内 

３ 薬学研究科の博士課程は８年以内 

② 在学年限は、前項第１号においては４年、第２号においては６年、第３号においては

８年を超えることはできない。 

（申請手続） 

第４条  長期履修を希望する入学予定者は、入学年度の入学試験出願時に、長期履修申請

書を提出し学長に願い出なければならない。 

（長期履修許可） 
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第５条   前条の申請については、当該研究科の研究科教授会の意見を聴いて、学長が許可

する。 

② 長期履修を許可した場合は、長期履修許可書により通知する。

（入学手続き） 

第６条  大学院学則第３１条の選考に合格し、前条に基づき長期履修生として認められた

者は、指定する期日までに、入学金、授業料・教育充実費（長期履修に応じた金額）を

納入するとともに、誓約書その他本学大学院所定の書類を添えて入学の手続きを完了し

なければならない。 

（入学許可） 

第７条  学長は、前条の入学手続きを完了した者に入学を許可する。 

（授業料等） 

第８条   長期履修生の授業料及び教育充実費は、大学院学則第４５条に定める授業料等の

総額を、長期履修生として認められた長期履修期間で分割して納入することができる。

ただし、第１０条に基づき長期履修期間の変更が認められた場合は、授業料及び教育充

実費を再計算する。 

② 分割して納入する額は、別表１のとおりとする。

（履修計画） 

第９条   長期履修生の授業科目の履修については、指導教員から十分な指導を受け、計画

的に柔軟な履修計画を立てるものとする。 

（長期履修期間変更） 

第１０条   長期履修生が、許可された長期履修期間の短縮を希望する場合は、修了を希望

する前年度の１月末までに、長期履修期間変更申請書に必要書類を添えて、学長に願い

出なければならない。ただし、長期履修期間の変更は、標準修業年限より短縮すること

はできない。 

② 前項の申請については、当該研究科の研究科教授会の意見を聴いて、学長が許可する。

③ 第１項に定める長期履修期間の変更は、半年単位で、課程在学中１回限りとする。

④ 変更申請が許可された場合における授業料その他納付金の額は、別に定める。

（長期履修許可の取消し） 

第１１条  長期履修生が大学院学則及び諸規程に違反したとき、学生の本分に反する行為

を行ったとき、又は長期履修に関し虚偽の申請をしたときは、学長は、当該研究科の研

究科教授会の意見を聴いて、長期履修の許可を取り消すことができる。 

（事務） 
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第１２条 この規程に関する事務は、大学事務部が行う。 

（規程の改廃） 

第１３条 この規程の改廃は、学長が発議し、研究科教授会及び大学運営会議の意見を聴

き、常務会が行う。 

附   則  

この規程は、2022年 4月 1日から施行する。 

   附 則 

この改正は、2024年 4月 1日から施行する。 

附 則 

①この改正は、2025年 4月 1日から施行する。

②2022年度に兵庫医療大学大学院 薬学研究科から本学大学院 薬学研究科へ転入した長

期履修生については、別表２を適用する。
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別表１ 長期履修生授業料等一覧 

【看護学研究科・リハビリテーション科学研究科】 

博士前期課程・修士課程 

初年度学費（入学金含む） 2年次以降学費 

（年額） 1年前期 1年後期 

標
準
修
業
年
限

2年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 200,000円 200,000円 400,000円 

教育充実費 50,000円 50,000円 100,000円 

長
期
履
修

3年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 133,300円 133,340円 266,680円 

教育充実費 33,300円 33,340円 66,680円 

4年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 100,000円 100,000円 200,000円 

教育充実費 25,000円 25,000円 50,000円 

博士後期課程 

初年度学費（入学金含む） 2年次以降学費 

（年額） 1年前期 1年後期 

標
準
修
業
年
限

3年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 250,000円 250,000円 500,000円 

教育充実費 50,000円 50,000円 100,000円 

長
期
履
修

4年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 187,500円 187,500円 375,000円 

教育充実費 37,500円 37,500円 75,000円 

5年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 150,000円 150,000円 300,000円 

教育充実費 30,000円 30,000円 60,000円 

6年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 125,000円 125,000円 250,000円 

教育充実費 25,000円 25,000円 50,000円 
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【薬学研究科】 

博士課程 

初年度学費（入学金含む） 2年次以降学費 

（年額） 1年前期 1年後期 

標
準
修
業
年
限

4年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 200,000円 200,000円 400,000円 

教育充実費 50,000円 50,000円 100,000円 

長
期
履
修

5年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 160,000円 160,000円 320,000円 

教育充実費 40,000円 40,000円 80,000円 

6年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 133,260円 133,340円 266,680円 

教育充実費 33,260円 33,340円 66,680円 

7年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 114,230円 114,290円 228,580円 

教育充実費 28,460円 28,580円 57,160円 

8年 

入学金 100,000円 － － 

授業料 100,000円 100,000円 200,000円 

教育充実費 25,000円 25,000円 50,000円 

※長期履修生授業料等（半期）の計算式は、『（授業料及び教育充実費年額×標準修業年限

÷長期履修許可期間）÷２』とする。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切

り上げ、授業料等の総額との余剰分に関しては１年前期分で調整する。 

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合がある。 
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別表２ 長期履修生授業料等一覧（転入学生用） 

【薬学研究科】 

博士課程 

初年度学費（入学金含む） 2年次以降学費 

（年額） 1年前期 1年後期 

標
準
修
業
年
限

4年 

入学金 200,000円 － － 

授業料 200,000円 200,000円 400,000円 

教育充実費 100,000円 100,000円 200,000円 

長
期
履
修

5年 

入学金 200,000円 － － 

授業料 160,000円 160,000円 320,000円 

教育充実費 80,000円 80,000円 160,000円 

6年 

入学金 200,000円 － － 

授業料 133,260円 133,340円 266,680円 

教育充実費 66,630円 66,670円 133,340円 

7年 

入学金 200,000円 － － 

授業料 114,230円 114,290円 228,580円 

教育充実費 57,050円 57,150円 114,300円 

8年 

入学金 200,000円 － － 

授業料 100,000円 100,000円 200,000円 

教育充実費 50,000円 50,000円 100,000円 

※長期履修生授業料等（半期）の計算式は、『（授業料及び教育充実費年額×標準修業年限

÷長期履修許可期間）÷２』とする。ただし、10円未満の端数があるときは、これを切

り上げ、授業料等の総額との余剰分に関しては１年前期分で調整する。 

※上記金額以外に学外実習に関する費用を個別に徴収する場合がある。 
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職員の定年に関する規程

第1条 この規程は、兵庫医科大学就業規則第18条、兵庫医科大学篠山キャンパス就業規則

第18条、及び兵庫医療大学就業規則第21条及び学校法人兵庫医科大学無期契約雇用職員

就業規則第16条、学校法人兵庫医科大学無期契約雇用非常勤職員就業規則第12条の定め

に基づき、職員の定年に関する事項について定める。 

第2条 教授、臨床教授、教育教授、准教授及び講師の定年は、満65才に達した日とし、助

教及び助手の定年は、満63才に達した日とする。 

② 前項に掲げる以外の者の定年は、満63才に達した日とする。ただし、兵庫医科大学就

業規則第9条ただし書き、兵庫医科大学篠山キャンパス就業規則第9条ただし書き、兵庫

医療大学就業規則第10条ただし書きにより満63才を超えて採用された者については、満

68才を限度として、その都度定年を決定する。 

第3条 前条の定めにかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、当該定めによるものと

する。 

1 昭和51年12月31日以前に採用された者で、昭和53年3月31日に次に掲げる役職位にあ

る者の定年は、満68才に達した日とする。 

教授、准教授、講師、医局長、部長、副部長、課長、課長補佐、係長、看護師長、看

護主任、技術主幹、技術副主幹、技術主査 

2 前号に掲げる者が、役職位(教授、臨床教授、教育教授、准教授、講師及び医局長を

除く。)を解任された場合の定年は、次のとおりとする。 

イ 満63才に達した日の属する年度末までに役職位を解任された場合は、満63才を

もって定年に達したものとする。 

ロ イに定める年度を超えた後に役職位を解任された場合は、解任された日をもって

定年に達したものとする。 

3 昭和52年1月1日以降に採用された者で、平成3年3月31日までに教授の職にある者の定

年は、満68才に達した日とする。 

4 前条第2項に掲げる者(ただし書きを除く。)のうち、理事会が特に必要と認めた者に

ついては、満68才を限度として、定年を延長することができる。 

5 前条第2項ただし書きに掲げる者及び前号に掲げる者が役職位を解任された場合は、

解任された日をもって定年に達したものとする。 

第4条 定年に達した者はその定年に達した日の属する年度末をもって、退職するものとす

る。 
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第5条 第2条及び第3条に規定する定年前に、職員が一定年令に達し退職する場合は、別に

定めるところにより、定年で退職する者として取り扱うことができる。 

第6条 第2条及び第3条に規定する定年前に、職員が一定年令に達したとき、その者の退職

について本学は勧奨することができる。 

第7条 第2条の定年に達した者のうち、満63歳に達した日を定年と定める者で、高年齢者

等の雇用の安定等に関する法律第9条2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の

各号に掲げる基準のいずれにも該当する者について、満64歳に達する日の属する月の末

日まで再雇用する。なお、雇用形態は非常勤とし、労働条件については、労働条件通知

書により本人に通知する。 

①本人が再雇用を希望し、勤務に精勤する意欲のある者

②直近の健康診断の結果、医師より業務遂行に支障がないとされた者

③過去 2 年間の出勤率が 90％以上で、かつ、その間無断欠勤がなかった者

④勤続年数 10年以上の者

⑤原則として、退職直近3年間で考課ランク「C」以下が連続していない者(人事考課対象

者のみ）

第8条 この規程の改廃は、常務会の議を経て理事会が決定する。 

附 則 

① この規程は、平成9年10月1日から施行する。

② 職員定年退職規程(昭和47年4月1日制定)は、廃止する。

③ 職員定年に関する規程(昭和52年1月1日制定)は、廃止する。

④ 管理職基準(昭和47年4月1日制定)は、廃止する。

附 則 

この改正は、平成22年10月1日から施行する。（第7条関係） 

附 則 

この改正は、平成23年4月1日から施行する。（第7条関係） 

附 則 

この改正は、2020 年 1 月 30日から施行する。（第 1条、第 2条関係） 
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学校法人兵庫医科大学 研究倫理規程 

（目的） 

第１条 本規程は、学校法人兵庫医科大学（以下「本法人」という。）で行われる人を対象とした

生命科学・医学系研究（以下「研究」という。）をヘルシンキ宣言（1964年世界医師会で採択、

2013 年第 64 回 WMA フォルタレザ総会で修正）の趣旨及び「人を対象とする生命科学・医学系

研究に関する倫理指針」（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1号）（以下「指

針」という。）の定めに則り、適正に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 本規程において使用する用語は、指針第１章第２に従うものとする。 

（理事長の責務及び権限等の委任） 

第３条 指針に規定する研究機関の長は理事長とし、実施を許可した研究が適正に実施されるよ

う、必要な監督を行うことについての責任を負うものとする。 

② 理事長は、研究の円滑かつ機動的な実施のため、次に掲げる権限又は事務を兵庫医科大学長

及（以下「学長」という。）に委任するものとする。 

１ 研究の許可及び適正な実施に関すること 

２ 研究に関する大臣等への報告に関すること 

３ 研究に関する個人情報の管理及び開示に関すること 

４ 研究に関する重篤な有害事象への対応に関すること 

５ 研究の信頼性確保に関すること 

③ 前項で委任される研究の範囲は、以下のとおりとする。

１ 兵庫医科大学長 兵庫医科大学の教員又は職員が研究責任者となる研究 

④ 兵庫医科大学長は、兵庫医科大学病院、ささやま医療センター、ささやま老人保健施設、さ

さやま居宅サービスセンター及び健康医学クリニックで実施される研究に関する第２項の各号

について、兵庫医科大学病院長、ささやま医療センター病院長、ささやま老人保健施設長、さ

さやま居宅サービスセンター長および健康医学クリニック院長（以下「病院長等」という。）に

委任するものとする。 

⑤ 学長及び病院長等（以下「学長等」という。）は、指針に関する事務を大学事務部に委任する

ものとする。 

（学長等の責務） 

第４条 学長等は、兵庫医科大学における研究が適正に実施されるよう必要な監督を行うととも

に前条第２項各号の規定により理事長から委任を受けた業務を実施する。 

② 学長等は、当該研究がこの指針及び研究計画書に従い、適正に実施されていることを必要に

応じて確認するとともに、研究の適正な実施を確保するために必要な措置をとらなければなら

ない。 
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③ 学長等は、研究の実施に携わる関係者に、研究対象者の生命、健康及び人権を尊重して研究

を実施することを周知徹底しなければならない。 

④ 学長等は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その業務に従事

しなくなった後も、同様とする。 

⑤ 学長等は、研究を適正に実施するために必要な体制・規程（試料・情報の取扱いに関する事

項を含む。）を整備しなければならない。 

⑥ 学長等は、研究に関連して研究対象者に健康被害が生じた場合、これに対する補償その他の

必要な措置が適切に講じられることを確保しなければならない。 

⑦ 学長等は、研究対象者等及びその関係者の人権又は研究者等及びその関係者の権利利益の保

護のために必要な措置を講じた上で、研究結果等、研究に関する情報が適切に公表されること

を確保しなければならない。 

⑧ 学長等は、研究がこの指針に適合していることについて、必要に応じ、自ら点検及び評価を

行い、その結果に基づき適切な対応をとらなければならない。 

⑨ 学長等は、倫理審査委員会が行う調査に協力しなければならない。

⑩ 学長等は、研究の実施に先立ち、研究に関する倫理並びに研究の実施に必要な知識及び技術

に関する教育・研修を研究者等が受けることを確保するための措置を講じなければならない。

また、自らもこれらの教育・研修を受けなければならない。 

（研究の許可） 

第５条 学長等は、研究責任者から研究の実施の許可を求められたときは、倫理審査委員会の意

見を尊重しつつ、当該研究の実施の許可又は不許可その他研究に関し必要な措置について決定

しなければならない。この場合において、学長等は、倫理審査委員会が研究の実施について不

適当である旨の意見を述べたときには、当該研究の実施を許可してはならない。 

② 学長等は、研究者等から研究の継続に影響を与えると考えられる事実を知り、又は情報につ

いて報告を受けた場合には、必要に応じて、倫理審査委員会の意見を聴き、速やかに研究の中

止、原因究明等の適切な対応を取らなければならない。この場合、倫理審査委員会が意見を述

べる前においては、必要に応じ、研究責任者に対し、研究の停止又は暫定的な措置を講じるよ

う指示しなければならない。 

③ 学長等は、研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼を損なう若しくはそのおそれのある

事実を知り、又は情報を得た場合には、速やかに必要な措置を講じなければならない。 

（大臣への報告等） 

第６条 学長等は、実施している又は過去に実施した研究について、この指針に適合していない

ことを知った場合には、速やかに倫理審査委員会の意見を聴き、必要な対応を行うとともに、

不適合の程度が重大であるときは、その対応の状況・結果を厚生労働大臣及び文部科学大臣（以

下「大臣」という。）に報告し、公表しなければならない。 

② 学長等は、研究がこの指針に適合していることについて、大臣又はその委託を受けた者（以

下「大臣等」という。）が実施する調査に協力しなければならない。 

③ 学長等は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行うものの実施において予
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測できない重篤な有害事象が発生し、当該研究との直接の因果関係が否定できない場合には、

その対応状況及びその結果を速やかに大臣に報告し、公表しなければならない。 

 

（研究責任者の責務） 

第７条 研究責任者は、研究の実施に携わるとともに、所属する研究機関において当該研究に係

る業務を統括するものとする。 

② 研究責任者は、研究を実施しようとするときは、あらかじめ研究計画書を作成しなければな

らない。また、研究計画書の内容と異なる研究を実施しようとするときは、あらかじめ研究計

画書を変更しなければならない。 

③ 研究責任者は、研究計画書に従って研究が適正に実施され、その結果の信頼性が確保される

よう、当該研究の実施に携わる研究者をはじめとする関係者を指導・管理しなければならない。 
④ 研究責任者は、前項の研究計画書の作成又は変更に当たっては、研究の倫理的妥当性及び科

学的合理性が確保されるよう考慮しなければならない。また、研究対象者への負担並びに予測

されるリスク及び利益を総合的に評価するとともに、負担及びリスクを最小化する対策を講じ

なければならない。 

⑤ 多機関共同研究を実施する研究責任者は、当該多機関共同研究として実施する研究に係る業

務を代表するため、当該研究責任者の中から、研究代表者を選任しなければならない。 
⑥ 研究代表者は、多機関共同研究を実施しようとする場合には、各共同研究機関の研究責任者

の役割及び責任を明確にした上で一の研究計画書を作成又は変更しなければならない。 
⑦ 研究責任者は、研究に関する業務の一部について委託しようとする場合には、当該委託業務

の内容を定めた上で研究計画書を作成又は変更しなければならない。 
⑧ 研究責任者は、研究に関する業務の一部を委託する場合には、委託を受けた者が遵守すべき

事項について、文書又は電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技

術を利用する方法をいう。以下同じ。） により契約を締結するとともに、委託を受けた者に対

する必要かつ適切な監督を行わなければならない。 
⑨ 研究責任者は、介入を行う研究について、厚生労働省が整備するデータベース（Japan 

Registory of Clinical Traials : jRCT）等の公開データベースに、当該研究の概要をその実

施に先立って登録し、研究計画書の変更及び研究の進捗に応じて更新しなければならない。ま

た、それ以外の研究についても当該研究の概要をその研究の実施に先立って登録し、研究計画

書の変更及び研究の進捗に応じて更新するよう努めなければならない。 

⑩ 研究責任者は、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって通常の診療を超える医療行為

を伴うものを実施しようとする場合には、当該研究に関連して研究対象者に生じた健康被害に

対する補償を行うために、あらかじめ、保険への加入その他の必要な措置を適切に講じなけれ

ばならない。 

⑪ 研究責任者は、研究の実施に係る必要な情報を取得するなど、研究の適正な実施及び研究結

果の信頼性の確保に努めなければならない。 

⑫ 研究責任者は、以下の事実または情報を得た場合は、遅滞なく学長等に報告し、必要に応じ

て、研究を停止し、若しくは中止し、又は研究計画書を変更しなければならない。 

１ 研究の倫理的妥当性若しくは科学的合理性を損なう事実若しくは情報又は損なうおそれの
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ある情報であって研究の継続に影響を与えると考えられるもの 

２ 研究の実施の適正性若しくは研究結果の信頼を損なう又はそのおそれがある情報 

３ 研究に関連する情報の漏えい等、研究対象者等の人権を尊重する観点又は研究の実施上の

観点からの重大な懸念 

⑬ 研究責任者は、研究の実施において、当該研究により期待される利益よりも予測されるリス

クが高いと判断される場合又は当該研究により十分な成果が得られた若しくは十分な成果が得

られないと判断される場合には、当該研究を中止しなければならない。 

⑭ 研究責任者は、研究計画書に定めるところにより、研究の進捗状況及び研究の実施に伴う有

害事象の発生状況を学長等に報告しなければならない。 

⑮ 研究責任者は、研究の信頼性の確保に努めなければならず、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を

伴う研究であって介入を行うものを実施する場合には、学長等の許可を受けた研究計画書に定

めるところにより、モニタリング及び必要に応じて監査を実施しなければならない。 

⑯ 研究責任者は、学長等の許可を受けた研究計画書に定めるところにより適切にモニタリング

及び監査が行われるよう、モニタリングに従事する者及び監査に従事する者に対して必要な指

導・管理を行わなければならない。 

⑰ 研究責任者は、監査の対象となる研究の実施に携わる者及びそのモニタリングに従事する者

に、監査を行わせてはならない 

⑱ 研究責任者は、多機関共同研究を実施する場合には、共同研究機関の研究責任者に対し、当

該研究に関連する必要な情報を共有しなければならない。 

⑲ 研究責任者は、研究を終了（中止の場合を含む。以下同じ。）したときは、その旨及び研究結

果の概要を文書又は電磁的方法により遅滞なく倫理審査委員会及び学長等に報告しなければな

らない。 

⑳ 研究責任者は、研究を終了したときは、遅滞なく、研究対象者等及びその関係者の人権又は

研究者等及びその関係者の権利利益の保護のために必要な措置を講じた上で、当該研究の結果を

公表しなければならない。また、侵襲（軽微な侵襲を除く。） を伴う研究であって介入を行うも

のについて、結果の最終の公表を行ったときは、遅滞なく学長等へ報告しなければならない。 

㉑ 研究責任者は、介入を行う研究を終了したときは、第７項で当該研究の概要を登録した公開

データベースに遅滞なく、当該研究の結果を登録しなければならない。また、それ以外の研究

についても当該研究の結果の登録に努めなければならない。 

㉒ 研究責任者は、通常の診療を超える医療行為を伴う研究を実施した場合には、当該研究を終

了した後においても、研究対象者が当該研究の結果により得られた最善の予防、診断及び治療を

受けることができるよう努めなければならない。 

 

（倫理審査委員会） 

第８条 学長は、研究の実施又は継続の適否その他研究に関し必要な事項について、倫理的及び

科学的な観点から調査審議する機関として倫理審査委員会を設置する。 

② 研究責任者は、研究の実施の適否（第３項を除く。）について、倫理審査委員会の意見を聴か

なければならない。 
③ 研究代表者は、原則として、多機関共同研究に係る研究計画書について、一の倫理審査委員
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会による一括した審査を求めなければならない。 
④ 研究責任者は、倫理審査委員会に意見を聴いた後に、その結果及び当該倫理審査委員会に提

出した書類、その他学長等が求める書類を学長等に提出し、当該研究機関における当該研究の

実施について、許可を受けなければならない。 

⑤ 第２項乃至第４項までの規定にかかわらず、公衆衛生上の危害の発生又は拡大を防止するた

め緊急に研究を実施する必要があると判断される場合には、当該研究の実施について倫理審査

委員会の意見を聴く前に学長等の許可のみをもって研究を実施することができる。この場合に

おいて、研究責任者は、許可後遅滞なく倫理審査委員会の意見を聴くものとし、倫理審査委員

会が研究の停止若しくは中止又は研究計画書の変更をすべきである旨の意見を述べたときは、

当該意見を尊重し、研究を停止し、若しくは中止し、又は研究計画書を変更するなど適切な対

応をとらなければならない。 

⑥ 研究責任者は、多機関共同研究について第３項の規定によらず個別の倫理審査委員会の意見

を聴く場合には、共同研究機関における研究の実施の許可、他の倫理審査委員会における審査

結果及び当該研究の進捗に関する状況等の審査に必要な情報についても当該倫理審査委員会へ

提供しなければならない。 

⑦ 倫理審査委員会については、別に定める。 

 

（重篤な有害事象への対応） 

第９条 学長等は、侵襲を伴う研究を実施しようとする場合には、あらかじめ、重篤な有害事象

が発生した際に研究者等が実施すべき事項に関する手順書を作成し、当該手順書に従って適正

かつ円滑に対応が行われるよう必要な措置を講じなければならない。 

② 研究責任者は、侵襲を伴う研究を実施しようとする場合には、あらかじめ、研究計画書に重

篤な有害事象が発生した際に研究者等が実施すべき事項に関する手順を記載し、当該手順に従

って適正かつ円滑に対応が行われるよう必要な措置を講じなければならない。 

③ 研究責任者は、研究に係る試料・情報の取得を研究協力機関に依頼した場合であって、研究

対象者に重篤な有害事象が発生した場合には、速やかな報告を受けなければならない。 

④ 研究責任者は、侵襲を伴う研究の実施において重篤な有害事象の発生を知った場合には、速

やかに、当該有害事象や研究の継続等について倫理審査委員会に意見を聴いた上で、その旨を

学長等に報告するとともに、第１項及び第２項の規定による手順書等に従い、適切な対応を図

らなければならない。また、速やかに当該研究の実施に携わる研究者等に対して、当該有害事

象の発生に係る情報を共有しなければならない。 

⑤ 研究代表者は、多機関共同研究で実施する侵襲を伴う研究の実施において重篤な有害事象の

発生を知った場合には、速やかに当該研究を実施する共同研究機関の研究責任者に対して、第

３項の対応を含む当該有害事象の発生に係る情報を共有しなければならない。 

⑥ 侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行うものの実施において予測できない

重篤な有害事象が発生し、当該研究との直接の因果関係が否定できない場合には、当該有害事

象が発生した研究機関の研究責任者は、学長等に報告した上で、速やかに、第３項及び第４項

の規定による対応の状況及び結果を大臣（厚生労働大臣に限る。）に報告し、公表しなければな

らない。 
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（個人情報等及び匿名加工情報） 

第 10条 個人情報の不適正な取得及び利用の禁止、正確性の確保等、安全管理措置、漏えい等の

報告、開示等請求への対応などを含め、個人情報等の取扱いに関して、指針の規定のほか、個

人情報保護法に規定する個人情報取扱事業者や行政機関等に適用される規律、条例等を遵守し

なければならない。 

② 研究者等及び研究機関の長は、試料の取扱いに関して、指針の規定を遵守するほか、個人情報

保護法、条例等の規定に準じて、必要かつ適切な措置を講ずるよう努めなければならない。 

③ 死者の尊厳及び遺族等の感情に鑑み、死者について特定の個人を識別することができる試料・

情報に関しても、生存する個人に関する情報と同様に、指針の規定のほか、個人情報保護法、

条例等の規定に準じて適切に取り扱い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

④ その他個人情報等の取扱いに関しては、別に定める。 

 

（研究の信頼性確保） 

第 11条 研究者等は、研究に用いられる情報及び当該情報に係る資料（研究に用いられる試料・

情報の提供に関する記録を含む。以下「情報等」という。）を正確なものにしなければならない。 

② 研究責任者は、試料及び情報等を保管するときは、第３項の規定による手順書に基づき、研

究計画書にその方法を記載するとともに、研究者等が情報等を正確なものにするよう指導・管

理し、試料及び情報等の漏えい、混交、盗難、紛失等が起こらないよう必要な管理を行わなけ

ればならない。 

③ 学長は、試料及び情報等の保管に関する手順書を作成し、当該手順書に従って、実施を許可

した研究に係る試料及び情報等が適切に保管されるよう必要な監督を行わなければならない。 

④ 学長等は、本法人において保管する情報等について、可能な限り長期間保管されるよう努め

なければならず、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であって介入を行うものを実施する場

合には、少なくとも、当該研究の終了について報告された日から５年を経過した日又は当該研

究の結果の最終の公表について報告された日から３年を経過した日のいずれか遅い日までの期

間、適切に保管されるよう必要な監督を行わなければならない。また、仮名加工情報及び削除

情報等（個人情報保護法第 41条第１項の規定により行われた加工の方法に関する情報にあって

は、その情報を用いて仮名加工情報の作成に用いられた個人情報を復元できるものに限る。）並

びに匿名加工情報及び加工方法等情報の保管（削除情報等又は加工方法等情報については、こ

れらの情報を破棄する場合を除く。）についても同様とする。 

⑤ 学長等は、試料・情報の提供に関する記録について、試料・情報を提供する場合は提供をし

た日から３年を経過した日までの期間、試料・情報の提供を受ける場合は当該研究の終了につ

いて報告された日から５年を経過した日までの期間、適切に保管されるよう必要な監督を行わ

なければならない。 

⑥ 研究者等は、当該研究の成果を発表しない場合は、人体から取得された試料及び情報等につ

いて、前二項で規定された期日まで保管することとし、論文、学会発表する場合は「学校法人

兵庫医科大学における研究活動の不正行為に関する取扱規程」第４条第２項の規定に従い、実

験データ等の資料については発表による公表から 10年間、試料や標本などの有体物については

５年間原則保管することとする。 
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⑦ 学長等は、試料・情報等を廃棄する場合には、特定の個人を識別することができないように

するための適切な措置が講じられるよう必要な監督を行わなければならない。 

⑧ 学長等は、モニタリング及び監査の実施に協力するとともに、当該実施に必要な措置を講じ

なければならない。 

 

（事務） 

第 12条 本規程に関する事務は、大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第 13条 本規程の改廃は、常務会が行う。 

 

 

   附 則 

 この規程は、平成 27年４月１日から施行する。 

 ただし、第６条第 10項の規定は、平成 27年 10月１日より適用する。 

 

附 則 

この改正は、平成 28 年４月１日から施行する。  

 

附 則 

この改正は、平成29年５月30日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2021年６月 30日から施行する。 

 
附 則 

この改正は、2022年４月１日から施行する。 
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兵庫医科大学 倫理審査委員会規程 
 
（目的） 

第１条 兵庫医科大学長（以下「学長」という。）は、兵庫医科大学（以下「本学」という。）、兵

庫医科大学病院及び兵庫医科大学ささやま医療センターで行われる、人を対象とする医学系研

究（以下「研究」という。）が、ヘルシンキ宣言（1964 年世界医師会で採択、2013 年第 64 回

WMA フォルタレザ総会で修正）の趣旨及び「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針」（令和３年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第１号）（以下「指針」という。）

の定めにそって科学的かつ倫理的配慮のもとに行われることを目的として、本学に兵庫医科大

学倫理審査委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

委員会の英文表記を The Ethics Review Board of Hyogo Medical University と定める。 

 
（役割・責務） 
第２条 委員会は、当該研究に係る業務を統括する者（以下「研究責任者」という。）から研究の

実施の適否等について意見を求められたときは、この指針に基づき、倫理的観点及び科学的観

点から、当該研究に係る研究機関及び研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公

正に審査を行い、文書又は電磁的方法（電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の

技術を利用する方法をいう。）により意見を述べる。 
② 委員会は、前項の規定により審査を行った研究について、倫理的観点及び科学的観点から必

要な調査を行い、研究責任者に対して、研究計画書の変更、研究の中止その他当該研究に関し

必要な意見を述べることができる。 
③ 委員会は、第１項の規定により審査を行った研究のうち、侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う

研究であって介入を行うものについて、当該研究の実施の適正性及び研究結果の信頼性を確保

するために必要な調査を行い、研究責任者に対して、研究計画書の変更、研究の中止その他当

該研究に関し必要な意見を述べることができる。 
④ 委員会の委員及びその事務に従事する者は、その業務上知り得た情報を正当な理由なく漏ら

してはならない。その業務に従事しなくなった後も同様とする。 
⑤ 委員会の委員及びその事務に従事する者は、第１項の規定により審査を行った研究に関連す

る情報の漏えい等、研究対象者等の人権を尊重する観点並びに当該研究の実施上の観点及び審

査の中立性若しくは公正性の観点から重大な懸念が生じた場合には、速やかに学長等に報告し

なければならない。 
⑥ 委員会は、本学で実施される指針対象外の研究について、学長から研究の実施の適否等につ

いて意見を求められたときは、指針に準じて意見を述べることができる。 
 
（審査） 
第３条 委員会は、研究責任者から申請された研究計画の内容について、倫理的、科学的及び社

会的観点から次の各号に掲げる点に留意して審査を行う。 
１ 研究の対象となる個人（以下「研究対象者」という。）の人権の擁護 
２ 研究対象者の個人情報の保護 
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３ 研究対象者に理解を求め同意を得る方法 
４ 研究によって生じる研究対象者への不利益及び危険性に対する配慮 
５ 医学及び社会への貢献度の予測 

② 前項の審査とは次に掲げる内容の審査を行う。 
 １ 新規審査 新たに実施しようとする研究の研究計画にかかる申請 
 ２ 変更審査 既に承認された研究の研究計画の変更にかかる申請 
 
（組織） 

第４条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

１ 臨床医学系の教員 ６名（うち１名以上を教授とする。） 

２ 基礎医学系の教員 ３名（うち１名以上を教授とする。） 

３ 薬学部、看護学部又はリハビリテーション学部の教員 １名 

４ 倫理学・法律学の専門家等、人文・社会科学の有識者 ２名以上 

５ 一般の立場から意見を述べることのできる者 ２名以上 

６ その他委員長が必要と認めた者 若干名 

② 前項３～５号の委員のうち２名以上を本学に在籍していない者（以下「外部委員」という。）

とする。 

③ 第１項各号の委員には男女両性を 1名以上含むこととする。 

④ 本学に在籍する委員の委嘱は教授会の意見を聴き学長が行う。 

⑤ 外部委員の委嘱は、学長と委員長の協議を経て学長が行う。 

⑥ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。 

⑦ 委員会に欠員が生じたときは、補充する。ただし、任期は前任者の残任期間とする。 

 

（委員長） 
第５条 委員会に委員長を置き、前条第１項第１号又は第２号委員のうちから学長が指名する。 
② 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 
③ 委員長は、あらかじめ副委員長を前条第１項第１号又は第２号委員から指名する。 
④ 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代行する。 
 
（議事） 
第６条 委員会は、委員の過半数（うち外部委員２名以上及び両性を含む）が出席し、かつ以下

の各号に該当する委員の出席がなければ、開くことができない。 
 １ 第４条第１項第１～３号委員 計１名以上 
 ２ 第４条第１項第４～５号委員 各１名以上 
② 委員の関与している研究について審査を行うときは、当該委員はその審査に加わることがで

きない。ただし、委員会の求めに応じて出席し、当該研究に関する説明を行うことはできる。 
③ 学長等は、委員会の審議及び意見の決定に参加することはできない。ただし、委員会におけ

る当該審査の内容を把握するために必要な場合には、委員会の同意を得た上で同席することが

できる。 
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④ 委員会は、研究責任者又は研究分担者に対して、委員会に出席を求め、その申請内容等につ

いての説明あるいは意見を述べさせ、資料等の追加・修正を求めることができる。 
⑤ 審査は、出席委員全体の合意を原則とするが、審議を尽しても意見が一致しない場合には大

多数（全出席委員の８割以上）の意見をもって委員会の意見とする。 
⑥ 審査は、次の各号に掲げるいずれかの意見を付すことにより行う。 
１ 承認 
２ 不承認 
３ 継続審査 
４ 停止（研究の継続には更なる説明が必要） 
５ 中止（研究の継続は不適切） 

⑦ 審査の経過及び判定結果は記録として保存し、委員会が必要と認めた場合に公表することが

できる。 
 
（迅速審査） 
第７条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する審査について、委員長が指名する委員による

審査（以下「迅速審査」という。）を行うことができる。迅速審査の結果は、委員会の意見とし

て取り扱うものとし、当該結果は全ての委員に報告されなければならない。 
１ 多機関共同研究であって、既に当該研究の全体について他の機関の倫理審査委員会の審査

を受け、その実施について適当である旨の意見を得ている場合の審査 
２ 研究計画の軽微な変更に関する審査 
３ 侵襲及び介入を伴わない研究に関する審査 
４ 軽微な侵襲を伴う研究であって介入を伴わないものに関する審査 

② 委員会は、前条第２号に該当する事項のうち、委員会が事前に確認のみで良いと認めたもの

について、別に定める要領にあらかじめ具体的にその内容と運用等を定めることで、報告事項

として取り扱うことができる。 
 
（委員以外の出席） 
第８条 委員会が必要と認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を聴く

ことができる。 
 
（調査委員会） 

第９条 委員会は、専門の事項を調査するため、調査委員会を置くことができる。 

② 調査委員会の委員は、委員長が学長と協議のうえ、委嘱する。 

③ 調査委員会は、調査結果を委員会に報告するものとする。 

④ 調査委員会は、委員会において当該調査に係る審査が終了したときに、自動的に解散し、調

査委員はその委嘱を解かれたものとする。 

 

（申請手続き及び判定通知） 

第 10条 研究責任者は、研究を実施しようとするときは、別に定める倫理審査申請書等の必要な
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書類（以下「申請書類」という。）を委員会に提出し承認を受けなければならない。既に承認さ

れた研究の内容を変更しようとする場合も同様とする。 

② 委員長は、審査終了後速やかにその結果を所定の審査結果通知書により研究責任者へ通知す

るものとする。 

③ 研究責任者は、審査の結果に異議あるときは再審査を請求することができる。 

 

（他の機関における研究にかかる倫理審査） 

第 11条 委員会は、学長の許可のもと、他の機関で実施する研究に関する倫理審査を行うことが

できる。 

② 前項の取り扱いについては、別に定める。 

 

（研究の実施制限及び報告） 

第 12条 研究責任者は、審査結果通知書による承認及び学長の実施許可を経た上で、研究対象者

等の人権を最大限保障し、当該研究を実施するものとする。 

② 研究責任者は、承認された研究を終了したときは、その旨を委員会及び学長に報告しなけれ

ばならない。また、研究を中止したときも、その旨を速やかに学長に報告しなければならない。 

③ 研究責任者は、毎年１回、研究の進捗状況並びに有害事象及び不具合等の発生状況を委員会

及び学長に報告しなければならない。 

 

（有害事象の審査） 

第 13 条 委員会は重篤な有害事象及び不具合等について研究責任者から報告を受けた場合には、

有害事象等の評価に伴う研究の継続の適否及び計画の変更について審査を行うものとする。 

 
（公開） 

第 14条 学長は、委員会の規程及び委員会名簿を公開しなければならない。 

② 学長は、年１回以上委員会の開催状況及び審査の概要について倫理審査委員会報告システム

において公表しなければならない。ただし、審査の概要については、研究対象者の人権、研究

の独創性、知的財産権の保護に支障が生じるおそれがあると委員会が判断した場合は、非公開

とすることができる。 

 

（教育） 

第 15条 委員会の委員及び事務に従事する者は、審査及び関連する業務に関する教育・研修を受

けなければならない。 

② 委員会は、学長の命により、研究者等に対する研究倫理に関する講習、その他必要な教育を

企画及び実施する。 

 

（事務） 

第 16条 委員会の事務は、大学事務部が行うものとする。 

② 大学事務部は、委員会が審査を行った研究に関する審査資料（以下「審査資料」という。）を
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当該研究の終了について報告される日までの期間（侵襲（軽微な侵襲を除く。）を伴う研究であ

って、介入を行うものに関する審査資料にあっては、当該研究の終了について報告された日か

ら５年を経過した日までの期間）、適切に保管しなければならない。 

③ 審査資料に関しては、原則として、大学事務部管理の施錠された保管庫に保管するものとす

る。 

④ 審査資料の保管責任者は、大学事務部長とする。 

 

（改廃） 

第 17条 この規程の改廃は、学長が発議し、大学運営会議の意見を聴き、常務会が行う。 

 

附 則 

この規程は、平成２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成９年 10月 16日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 13 年 10 月 22 日から施行し、平成 13年 10月４日から適用する。 

 

附 則 

この改正は、平成 15 年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 22 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 25 年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 25年７月 17日から施行する。（第１条に兵庫医科大学ささやま医療センター

を追加） 

 

附 則 

この改正は、平成 27 年２月 17日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 27 年４月１日から施行する。 

 

附 則 
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この改正は、平成 27 年８月 25日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 28 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 28 年 10 月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 29 年８月 31日から施行する。 

 

附 則 

 この改正は、平成 31年４月１日から施行する。（事務局組織の一部改組） 

 
附 則 

１ この改正は、2021年６月 30 日から施行する。 

２ 平成 28 年 10 月１日制定の「兵庫医科大学ヒトゲノム・遺伝子解析研究倫理審査委員会規

程」及び平成 13 年 10月 22 日制定の「兵庫医科大学におけるヒトゲノム・遺伝子解析研究に

関する規程」は廃止する。 

 

附 則 

 この改正は、2022 年４月１日から施行する。 
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兵庫医科大学 倫理審査手順等要領 

 

 

（目的） 

第１条 本要領は、兵庫医科大学倫理審査委員会規程（以下「規程」という。）に定める事項につ

いて、その具体的な手順、方法等、倫理審査の円滑な運用に必要な事項を定めることを目的と

する。 

 

（審査及び審査の範囲） 

第２条 倫理審査委員会（以下「委員会」という。）は、研究責任者から研究の実施の適否等につ

いて意見を求められたときは、「ヘルシンキ宣言」及び「人を対象とする生命科学・医学系研究

に関する倫理指針」（以下「倫理指針」という。）に基づき、倫理的観点及び科学的観点から、

研究機関及び研究者等の利益相反に関する情報も含めて中立的かつ公正に審査を行い、文書に

より意見を述べる。 

②「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」及び「人を対象とする医学系研

究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」に基づいて審査を行

った研究については当該指針の規定を適用する。 

③委員会は、原則として毎月第１火曜日に実施する。 

④委員会の審議の対象は、前月１日までに大学事務部に申請書類が倫理審査申請システムで申請

され、かつ、第３条の事前確認を経た申請とする。ただし、前月１日が休日の場合は、別に指

定した日とする。 

⑤ 委員会は審査対象研究の研究責任者（又は研究分担者）が出席し、研究に関する説明を行った

上で審査資料及び説明内容について審議を行う。 

⑥ 委員会は、委員若しくは審査対象研究の研究責任者（又は研究分担者）が委員会開催場所での

出席が困難である場合、テレビ会議等の双方向の円滑な意思疎通が可能な手段を用いて審議を

行うことは差し支えない。ただし、委員会開催場所で出席した場合と遜色のないシステム環境

を整備するよう努めるとともに、委員長は適宜テレビ会議等による出席者の意見の有無を確認

するなど、双方が発言しやすい進行について配慮しなければならない。 

 

（事前審査） 

第３条 委員会の開催に先立ち、研究計画の申請について事前審査を行う。 

② 事前審査は、予め倫理審査委員長（以下「委員長」という。）が指名する者により行う。 

③ 事前審査においては、以下の審査を行う。 

 １ 申請書類の内容の検証を行い、申請者に対して必要に応じて追加、修正を指示する。 

 ２ 申請者に対し、申請内容について必要に応じて随時説明を求める。 

④委員長は、事前審査を経た申請について倫理指針の規定に基づき迅速審査対象を選別する。 

 

（迅速審査） 

第４条 迅速審査委員は、前条第４項により迅速審査扱いとなった申請について審査を行い、その
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結果について委員長に報告する。 

② 迅速審査は、予め委員長が指名する学内委員（以下「迅速審査委員」という。）により行う。 

③ 迅速審査は、新規審査は２名、変更審査は１名で審査を行うものとする。 

④ 規程第７条第 1 項に規定する迅速審査の項目に該当する研究であっても迅速審査委員が申請

者による説明が必要と判定した場合は、迅速審査対象とせず委員会において審議する。 

⑤ 規程第 7条第 1項第１号、第３号および第４号の規定に該当する研究の変更審査は、原則とし

て迅速審査で行う。ただし、変更により規程第 7 条第 1 項第１号、第３号および第４号の規定

の対象外となる変更の場合は、委員会において審議する。 

⑥ 規程第７条第 1 項第２号の「研究計画書の軽微な変更」とすることができるのは原則として

以下の項目とする。 

１ 研究実施期間の延長（研究終了日より２年以内） 

２ 研究分担者の追加、変更、削除 

３ 第６条に規定する申請書類の記載整備 

⑦ 迅速審査委員は、迅速審査による審査結果を、審査後委員会に報告を行う。 

⑧ 規程第７条第２項に該当する変更内容は、原則として以下とする。 

１ 研究者の職名変更 

２ 研究者の氏名変更 

３ 委員会で承認を得る条件が明示的かつ具体的に指示された上で継続審査となった場合であ

って、当該指示の内容と異ならないことが明らかである変更 

４ 内容の変更を伴わないことが明らかである誤記の修正又は記載整備 

 

（議事） 

第５条 規程第 6条第 6項に定める「継続審査」の判定となった場合、委員会審査、または書面審

査のいずれかを決定する。 

② 前項で書面審査と決定した場合、倫理審査委員長または倫理審査委員長の指名した委員が審査

を行う。 

 

（申請手続き） 

第６条 規程第 10条第１項第１号の申請書類は以下のとおりとする。 

 １ 新規審査 申請書類 

  ア 倫理審査申請書 

  イ 研究組織 

ウ 実施計画書 

  エ 同意説明書（研究対象者の同意を必要とする場合） 

オ 同意書（研究対象者の同意を必要とする場合） 

カ 同意撤回書（研究対象者の同意を必要とする場合） 

キ その他（申請者が審査に必要と認めた書類） 

 ２ 変更審査 申請書類 

ア 倫理審査申請書 

－設置の趣旨（資料）－62－



イ 研究組織 

ウ 実施計画書 

エ 倫理審査申請書類等変更一覧 

オ 変更を申請する書類 

 

（他の研究機関における研究にかかる倫理審査） 

第７条 委員会は、規程第 11 条第１項の規定に基づき他の研究機関から依頼された研究に関する

倫理審査を行うことができる。 

② 委員会は、前項の倫理審査に先立って、予め申請者から提出された申請書類を基に本学で審査

を行うに適した研究者であるかなど、当該研究の実施体制について十分把握した上で判定する。 

③ 前項の判定にかかる申請書類は以下のとおりとする。 

 ア 倫理審査依頼書 

 イ 研究者リスト 

 ウ 研究機関要件確認書 

 エ 第６条に規定する申請書類 

④ 第２項の判定は、委員長が指名した倫理審査委員が行い、委員長は判定結果を学長へ報告する。 

⑤ 学長は、委員会の報告に基づいて審査受託の可否を決定し、申請者に通知するとともに、申請

者の所属する機関の長と倫理審査委託にかかる契約を締結する。 

⑥ 申請された研究計画について、委員会は第２条に規定する審査を行う。 

⑦ 他の研究機関からの倫理審査の申請手続きについては、委員会ホームページに掲載する。 

⑧ 他の研究機関から依頼された倫理審査を行う場合、研究責任者は本学に対して別に定める審査

手数料を支払わなければならない。一旦支払われた審査手数料は、審査の過程及び結果にかか

わらず返納しない。 

 

（一括審査） 

第８条 委員会は、本学の研究者が他の研究機関と共同して実施する研究計画について、他の研

究機関についても本学と併せて一括した審査（以下「一括審査」という。）を行うことができる。 

② 一括審査の申請について、研究代表者は第６条に規定する申請書類と当該研究に参加するすべ

ての研究機関の第７条第３項ア～エの申請書類を併せて提出するものとする。 

③ 学長は、委員会の報告に基づいて審査受託の可否を決定し、申請者に通知する。申請された研

究計画について、委員会は第２条に規定する審査を行う。 

④ 一括審査の申請について、研究代表者は、本学に対して別に定める審査手数料を支払わなけれ

ばならない。一旦支払われた審査手数料は、審査の過程及び結果にかかわらず返納しない。 

⑤ 一括審査を行った場合、委員会は、審査結果の他「審査過程の分かる記録」及び「倫理審査委

員会の委員の出欠状況」を申請者に提供するものとする。 

 

（倫理審査委員の教育） 

第９条 規程第 15条第 1項の倫理審査委員に対する教育は以下のとおりとする。 

１ 新任委員に対する教育は、APRIN eラーニングプログラム教材の所定項目の履修とする。 
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２ 倫理審査委員の継続教育は、委員会開催時に実施する勉強会、医学系大学倫理委員会連絡会議

開催時の研修会等とする。  

② 倫理審査委員の教育履修状況は、研修受講台帳で管理する。 

 

（守秘義務） 

第 10 条 倫理審査委員及び調査委員会委員は、審査を行う上で知り得た申請内容に関する情報を

正当な理由なしに漏らしてはならず、委員を退いた後も同様とする。 

② 倫理審査委員及び調査委員会委員は、前項の内容に関して委員就任時に「守秘義務誓約書」を

提出することとする。 

 

（利益相反） 

第 11条 利益相反（Conflict of interest：COI）の評価にあたっては以下の指針等の内容を遵守

した上で、適切な管理を行うものとする。 

１「利益相反・ワーキンググループ報告書」（平成 14 年 11 月 1 日文部科学省科学技術学術

審議会・技術・研究基盤部会・産官学連携推進委員会・利益相反ワーキンググループ） 

  ２ 「臨床研究の利益相反ポリシー策定に関するガイドライン」（平成 18 年 3 月文部科学省委

託事業 徳島大学 臨床研究の倫理と利益相反に関する検討班） 

  ３ 「厚生労働科学研究における利益相反」（Conflict of interest：COI）の管理に関する指針

（平成 20 年 3 月 31 日科発第 0331001 号厚生科学課長決定） 

  ４ 「学校法人 兵庫医科大学利益相反ポリシー」（平成 23 年 12 月 6 日制定） 

② 規程第３条第２項の申請があった場合、研究計画書に記載された利益相反に関する項目につい

ては、利益相反マネジメント委員会において内容の妥当性等を判断した結果を以て、委員会で

の審査材料とする。 

③ 倫理審査委員は、職務に従事するにあたり、自身が利益相反状況にある研究については審査に

加わらないこととし、これについて委員就任時に「利益相反に関する誓約書」を提出すること

とする。 

 

（事務） 

第 12 条 本要領に関する事務は、大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第 13 条 本要領の改廃は、委員長が発議し、倫理審査委員の意見を聴き、学長が行う。 

 

 

附 則 

本要領は、平成 27 年２月 25 日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 27 年 ５月 25 日から施行する。 
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附 則 

この改正は、平成 27 年 12 月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 28 年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 28 年７月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 29 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2021年５月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2021年６月30日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2021年９月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2022年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2022年 11月 1日から施行する。 
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⼤学院⽣室２レイアウト（リハビリテーション科学研究科） G棟３階
床⾯積 49.59 ㎡
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学術雑誌目録（洋） （リハビリテーション分野）

タイトル 出 版 者

Advances in Neonatal Care Lippincott Williams & Wilkins
Advances in Skin & Wound Care Lippincott Williams & Wilkins
Age and Ageing American Occupational Therapy Association
American journal of occupational therapy / American Occupational Therapy Association American Occupational Therapy Association
American journal of physical medicine & rehabilitation Lippincott Williams & Wilkins
American journal of sports medicine / American Orthopaedic Society for Sports Medicine Sage Publications
Archives of physical medicine and rehabilitation Elsevier
Bone & Joint Journal British Editorial Society of Bone & Joint Surgery
Brain injury : BI Taylor & Francis
British journal of occupational therapy / British Association of Occupational Therapists Sage Publications
British journal of psychiatry Royal College of Psychiatrists
Cancer Prevention Research American Association for Cancer Research
Cancer Research American Association for Cancer Research
Clinical Cancer Research American Association for Cancer Research
Clinical journal of sport medicine Lippincott Williams & Wilkins
Cognitive therapy and research Springer
European journal of sport science : the official journal of the European College of Sport Science Taylor & Francis
Family & Community Health Lippincott Williams & Wilkins
Gerontologist Oxford University Press
Health Care Management Review Lippincott Williams & Wilkins
International journal of rehabilitation research = Revue internationale de recherches en réadaptation Lippincott Williams & Wilkins
International journal of sport nutrition and exercise metabolism Human Kinetics Publishers
JAMA : the journal of the American Medical Association American Medical Association
JONA's Healthcare Law, Ethics, and Regulation Lippincott Williams & Wilkins
Journal of cardiopulmonary rehabilitation and prevention Lippincott Williams & Wilkins
Journal of intellectual & developmental disability Taylor & Francis (Routledge)
Journal of occupational science Taylor & Francis
Journal of Patient Safety Lippincott Williams & Wilkins
Journal of rehabilitation National Rehabilitation Association
Journal of social work in disability & rehabilitation Taylor & Francis (Routledge)
Journals of Gerontology. Series A, Biological Sciences and Medical Sciences Oxford University Press
Journals of Gerontology. Series B, Psychological Sciences and Social Sciences Oxford University Press
Medical education Wiley-Blackwell
Medicine and science in sports and exercise : official journal of the American College of Sports Medicine Lippincott Williams & Wilkins
Modern rheumatology Taylor & Francis
Nature Nature Publishing Group
New England Journal of Medicine Massachusetts Medical Society
Nurse Educator Lippincott Williams & Wilkins
Nursing science quarterly Sage Publications
Occupational therapy in health care : a journal of contemporary practice Informa Healthcare
Occupational therapy in mental health : a journal of psychosocial practice and research Taylor & Francis
Orthopaedic Nursing Lippincott Williams & Wilkins
OTJR : occupation, participation and health Sage Publications
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学術雑誌目録（洋） （リハビリテーション分野）

タイトル 出 版 者

Physical & occupational therapy in pediatrics Taylor & Francis
Physical medicine and rehabilitation clinics of North America Elsevier
Physiotherapy : journal of the Chartered Society of Physiotherapy / Chartered Society of Physiotherapy Elsevier
Physiotherapy theory and practice Taylor & Francis
Professional Case Management Lippincott Williams & Wilkins
Research and practice in intellectual and developmental disabilities / Australasian Socity for Intellectual DisabilityTaylor & Francis (Routledge)
Science American Association for the Advancement of Science
Sports health : a multidisciplinary approach Sage Publications
Stroke / American Heart Association American Heart Association
The American journal of psychiatry American Psychiatric Association
The Canadian journal of occupational therapy = Revue canadienne d'ergothérapie / the Canadian Association of Occupational TherapistsSage Publications
The Clinical journal of pain Raven Press Books
The clinical teacher Blackwell Pub.
The Journal of bone and joint surgery. American volume / American Orthopaedic Association American Orthopaedic Association
The journal of orthopaedic and sports physical therapy Orthopaedic and Sports Medicine Sections of the American Physical Therapy Association
Thorax BMJ Publishing Group
Wound Repair and Regeneration Wiley-Blackwell

以上  60タイトル
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学術雑誌目録（和） （リハビリテーション分野）

タイトル 出 版 者

Arthritis = アルスライティス : 運動器疾患と炎症 メディカルレビュー社
Brain and nerve = 脳と神経 医学書院
Clinical neuroscience : 月刊臨床神経科学 中外医学社
Geriatric medicine ライフサイエンス社
Heart view : 循環器専門医のための診る識る治す = ハートビュー メジカルビュー社
Journal of clinical rehabilitation 医歯薬出版
Journal of health psychology research / the Japanese Association of Health Psychology 日本健康心理学会
Journal of Japanese Society of Aromatherapy : jSA = 日本アロマセラピー学会誌 日本アロマセラピー学会
Journal of orthopaedic science : official journal of the Japanese Orthopaedic Association Springer-Verlag
Journal of physical therapy science [Society of Physical Therapy Science]
Monthly book medical rehabilitation 全日本病院出版会
Monthly book orthopaedics 全日本病院出版会
Osteoporosis Japan = オステオポローシスジャパン ライフサイエンス出版
Sportsmedicine : media of communication for sportsmedicine people ブックハウス・エイチディ
こころの科学 = Human mind 日本評論社
こころの健康 : 日本精神衛生学会誌 日本精神衛生学会
コミュニティケア = Community care 日本看護協会出版会
ペインクリニック あゆむ出版
リハビリテーション医学 医学書院
化学 = Chemistry 化學社
関節外科 = Journal of joint surgery メジカルビュー社
呼吸と循環 = Respiration & circulation 醫學書院
作業療法 = The Journal of Japanese Occupational Therapy Association 日本作業療法士協会
作業療法ジャーナル 医学書院
児童心理 = Child study 金子書房
児童青年精神医学とその近接領域 日本児童青年精神医学会
実験医学 = Experimental medicine 羊土社
週刊醫學のあゆみ : igaku no ayumi 医歯薬出版
小児の精神と神経 小児精神神経学研究会
小兒保健研究 小兒保健研究會
心身医学= Japanese journal of psychosomatic medicine / Japanese Society of Psychosomatic Medicine 日本心身医学会
心臓リハビリテーション 日本心臓リハビリテーション学会
神経内科 = Neurological medicine 科学評論社
腎と透析 / 腎と透析編集委員会 東京医学社
整形・災害外科 金原出版
整形外科 南江堂
精神障害とリハビリテーション = Japanese journal of psychiatric rehabilitation 日本精神障害者リハビリテーション学会
脊椎脊髄ジャーナル = Spine & spinal cord 三輪書店
切抜き速報. 福祉ニュース. 高齢福祉編 : welfare clipping news flash ニホン・ミック
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学術雑誌目録（和） （リハビリテーション分野）

タイトル 出 版 者

総合リハビリテーション 医学書院
体力科學 / 日本体力医学会監修 高山書院
地域リハビリテーション 三輪書店
日本運動生理学雑誌 / 日本運動生理学会事務局 [編] イセブ
日本児童青年精神医学会総会 : 抄録集 / 日本児童青年精神医学会 [編] 日本児童青年精神医学会
日本小児科学会雑誌 日本小児科学会
日本整形外科學會雜誌 日本整形外科學會
日本生気象学会雑誌 日本生気象学会
日本摂食・嚥下リハビリテーション学会雑誌 = The Japanese journal of dysphagia rehabilitation 日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
日本老年医学会雑誌 日本老年医学会
脳と発達 日本小児神経学会
脳神経内科 = Neurology 科学評論社
発達障害研究 日本精神薄弱研究協会
発達心理学研究 = The Japanese journal of developmental psychology / Japan Society of Developmental Psychology 日本発達心理学会
理学療法 = Journal of physical therapy メディカルプレス
理学療法ジャーナル = The Japanese journal of physical therapy 医学書院
理学療法科学 運動生理研究会
理学療法学 = The Journal of Japanese Physical Therapy Association 日本理学療法士協会
臨床スポーツ医学 = The journal of clinical sports medicine 文光堂
臨床作業療法 : 生活機能・認知・社会参加 = The Japanese journal of clinical occupational therapy 青海社
臨床作業療法nova 青海社
臨床心理学 = Japanese journal of clinical psychology 金剛出版
臨床心理学研究 日本臨床心理学会
臨床神経学 : 日本臨床神経学会機関誌 = Clinical neurology 日本臨床神経学会
臨床神経生理学 : Japanese journal of clinical neurophysiology 日本臨床神経生理学会
臨床整形外科 = Clinical orthopedic surgery 医学書院
臨床精神医学 国際医書出版
臨床脳波 : 筋電図・脳波と臨床神経生理 永井書店
老年社会科学 = Japanese journal of gerontology 日本老年社会科学会
老年精神医学雑誌 = Japanese journal of geriatric psychiatry / 老年精神医学雑誌編集委員会編 ワールドプランニング

以上  69タイトル
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Physical medicine and rehabilitation review Robert J. Kaplan [editor-in-chief] McGraw-Hill
Good living with osteoarthritis Arthritis Foundation
Diagnosis of soft tissue lesions James Cyriax Baillière Tindall
Gray's anatomy for students Richard L. Drake, Wayne Vogl, Adam W.M. Mitchell ; illustrations by Richard Tibbitts and Paul Richardson Elsevier/Churchill Livingstone
Gray's anatomy : the anatomical basis of clinical practice editor-in-chief, Susan Standring ; lead editors, Harold Ellis ... [et al.] ; editors, Barry KB Berkovitz ... [et al.] Elsevier/Churchill Livingstone
Pediatric occupational therapy and early intervention edited by Jane Case-Smith Butterworth-Heinemann
Science-based rehabilitation : theories into practice edited by Kathryn Refshauge, Louise Ada, Ellizabeth Ellis Butterworth-Heinemann
Occupation for occupational therapists edited by Matthew Molineux Blackwell
Hand and upper extremity rehabilitation : a practical guide editors, Susan L. Burke ... [et al.] ; illustrator, Joyce Lavery ; photographer, Mark Swisher Elsevier Churchill Livingstone
Traumatic brain injury : rehabilitative treatment and case management edited by Mark J. Ashley CRC Press
Foundations for practice in occupational therapy Edward A.S. Duncan ; with forewords by Rosemary Hagedorn and Jenny Butler Churchill Livingstone
Arthritis : your comprehensive guide to pain management, medication, diet, exercise, surgery, and physical therapies by Howard Bird ... [et al.] DK Pub.
Alternative medicine and rehabilitation editors, Stanley F. Wainapel, Avital Fast Demos
Psychosocial occupational therapy : a clinical practice : pbk Elizabeth Cara, Anne MacRae Thomson Delmar Learning
Occupational therapy : what it is & how it works William Matthew Marcil Thomson Delmar Learning
Brunnstrom's clinical kinesiology F.A. Davis
Clinical kinesiology and anatomy Lynn S. Lippert F.A. Davis
Occupation by design : building therapeutic power Doris Pierce F.A. Davis
Occupational therapy in community-based practice settings : pbk Marjorie E. Scaffa F.A. Davis Co.
Occupational science : the evolving discipline edited by Ruth Zemke, Florence Clark F.A. Davis
Research in occupational therapy : methods of inquiry for enhancing practice Gary Kielhofner F.A. Davis
Clinical reasoning : forms of inquiry in a therapeutic practice Cheryl Mattingly, Maureen Hayes Fleming F.A. Davis
Conceptual foundations of occupational therapy Gary Kielhofner. F.A. Davis Co.
Parkinson's disease and nonmotor dysfunction edited by Ronald F. Pfeiffer and Ivan Bodis-Wollner Humana Press
Pulmonary rehabilitation edited by Claudio F.Donner, Nicolino Ambrosino, Roger Goldstein Hodder Arnold
Essential physical medicine and rehabilitation : pbk edited by Grant Cooper ; foreword by Nancy E. Strauss Humana Press
Active living, cognitive functioning, and aging Leonard W. Poon, Wojtek Chodzko-Zajko, Phillip D. Tomporowski, editors Human Kinetics
Psychiatric issues in Parkinson's disease : a practical guide edited by Matthew Menza and Laura Marsh ; foreword by Jeffrey L. Cummings Taylor & Francis
Duchenne muscular dystrophy : advances in therapeutics edited by Jeffrey S. Chamberlain, Thomas A. Rando Taylor & Francis
Dementis with lewy bodies : and parkinson's disease dementia edited by John O'Brien ... [et al.] Taylor & Francis
Rehabilitation and treatment Wiley
Amyotrophic lateral sclerosis edited by Hiroshi Mitsumoto, Serge Przedborski, Paul H. Gordon Taylor & Francis
Scientific basis for the treatment of Parkinson's disease edited by Néstor Gálvez-Jiménez Taylor & Francis
Connections between theory of mind and sociomoral development Jodie A Baird, Bryan W. Sokol, editors Jossey-Bass
Dysphagia : foundation, theory and practice edited by Julie A.Y. Cichero, Bruce E. Murdoch John Wiley & Sons
Neuropsychological rehabilitation : a resource for group-based education and intervention Andrew J. Champion John Wiley & Sons
Exercise and sport in diabetes editor, Dinesh Nagi John Wiley & Sons
Kinematic MRI of the joints : functional anatomy, kinesiology, and clinical applications edited by Frank G. Shellock, Christopher M. Powers CRC
Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry v. 1 editors, Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock Lippincott Williams & Wilkins
Kaplan & Sadock's comprehensive textbook of psychiatry v. 2 editors, Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock Lippincott Williams & Wilkins
ACSM's advanced exercise physiology editor, Charles M. Tipton Lippincott Williams & Wilkins
Motor control : translating research into clinical practice Anne Shumway-Cook, Marjorie H. Woollacott Lippincott Williams & Wilkins
Conditions in occupational therapy : effect on occupational performance editors, Ben J. Atchison, Diane K. Dirette Lippincott Williams & Wilkins
Skeletal muscle structure and function, & plasticity : the physiological basis of rehabilitation Richard L. Lieber Lippincott Williams & Wilkins
Management of common musculoskeletal disorders : physical therapy principles and methods Darlene Hertling, Randolph M. Kessler ; with contributors Lippincott Williams & Wilkins
ACSM's resource manual for Guidelines for exercise testing and prescription : pbk American College of Sports Medicine ; [Leonard A. Kaminsky ... et al., editors] Lippincott Williams & Wilkins
Muscles : Testing and function with posture and pain Florence Peterson Kendall ... [et al.] Lippincott Williams & Wilkins
Kaplan and Sadock's synopsis of psychiatry : behavioral sciences, clinical psychiatry Lippincott Williams & Wilkins
Grant's atlas of anatomy : hc edited by Anne M.R. Agur and Arthur F. Dalley Lippincott Williams & Wilkins
Willard & Spackman's occupational therapy Lippincott Williams & Wilkins
Rheumatoid arthritis : early diagnosis and treatment : pbk John J. Cush, Arthur Kavanaugh Professional Communications
Pocket guide to treatment in occupational therapy : softcover : alk. pa Franklin Stein, Becky Roose Singular Pub. Group
ACSM's guidelines for exercise testing and prescription : pbk American College of Sports Medicine ; [senior editor, Mitchell H. Whaley ; associate editor--clinical, Peter H. Brubaker, associate editor--fitness, Robert M. Otto ; authors, Lawrence ArmstrLippincott Williams & Wilkins
Pedretti's occupational therapy : practice skills for physical dysfunction [edited by] Heidi McHugh Pendleton, Winifred Schultz-Krohn Mosby Elsevier
Cardiovascular and pulmonary physical therapy : evidence and practice Donna Frownfelter, Elizabeth Dean Mosby/Elsevier
Kinesiology of the musculoskeletal system : foundations for physical rehabilitation Donald A. Neumann Mosby
Effective documentation for physical therapy professionals Eric Shamus, Debra Feingold Stern McGraw-Hill
Introduction to physical therapy : pbk [edited by] Michael A. Pagliarulo Mosby Elsevier
The practice of psychosocial occupational therapy Linda Finlay Nelson Thornes
Recent progress in Alzheimer's and Parkinson's diseases edited by Israel Hanin, Ramón Cacabelos, Abraham Fisher Taylor & Francis
Rheumatoid arthritis edited by Gary S. Firestein, Gabriel S. Panayi and Frank A. Wollheim Oxford University Press
Health measurement scales : a practical guide to their development and use : pbk David L. Streiner and Geoffrey R. Norman Oxford University Press
Neurological rehabilitation of Parkinson's disease edited by Diane Playford M. Dunitz
Opportunities in occupational therapy careers Zona R. Weeks McGraw-Hill
Practical manual of physical medicine and rehabilitation Jackson C. Tan ; foreword by Mathew H.M. Lee Elsevier-Mosby
Oxford handbook of rehabilitation medicine : pbk : alk. paper Michael P. Barnes and Anthony B. Ward Oxford University Press
Documenting occupational therapy practice Karen M. Sames Pearson/Prentice Hall
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書 名 著 編 者 出 版 者

Introduction to occupation : the art and science of living : new multidisciplinary perspectives for understanding human occupation as a central feature of individual experience and social organizationedited by Charles H. Christiansen, Elizabeth A. Town Prentice Hall
Occupational therapy : activities for practice and teaching : pbk Estelle B. Breines Whurr
Occupational therapy in psychiatry and mental health : pbk edited by Rosemary Crouch and Vivyan Alers Whurr
Attention in action : advances from cognitive neuroscience : hard edited by Glyn W. Humphreys and M. Jane Riddoch Psychology Press
Behavioural approaches in neuropsychological rehabilitation : optimising rehabilitation procedures : hardcover Barbara A. Wilson, Camilla M. Herbert, Agnes Shiel Psychology Press
Diagnosis and treatment of muscle pain : est. edited by Hans Kraus est. Quintessence Pub. Co.
Elder care in occupational therapy Sandra Cutler Lewis SLACK
Assessments in occupational therapy mental health : an integrative approach edited by Barbara J. Hemphill-Pearson Slack
The meaning of everyday occupation Betty Risteen Hasselkus Slack
Evidence-based rehabilitation : a guide to practice edited by Mary Law ; [contributors], Jackie Bosch ... [et al.] Slack
Clinical research in occupational therapy : pbk Franklin Stein, Susan K. Cutler Singular
Measuring occupational performance : supporting best practice in occupational therapy [edited by] Mary Law, Carolyn Baum, Winnie Dunn SLACK Inc.
Occupational therapy : performance, participation, and well-being : (alk. paper) senior editors, Charles H. Christiansen, Carolyn M. Baum ; contributing editor, Julie Bass-Haugen Slack
Proactive approaches in psychosocial occupational therapy Rita P. Fleming Cottrell Slack
Musculoskeletal essentials : applying the preferred physical therapist practice patterns : pbk editor, Marilyn Moffat ; associate editors, Elaine Rosen, Sandra Rusnak-Smith SLACK
Occupation-based practice : fostering performance and participation : pbk : alk. paper edited by Mary Law, Carolyn M. Baum, Sue Baptiste SLACK
Case studies through the healthcare continuum : a workbook for the occupational therapy student : alk. paper Patricia Halloran, Nancy A. Lowenstein Slack
Best practice occupational therapy : in community service with children and families [edited by] Winnie Dunn Slack Inc.
Basics of qualitative research : techniques and procedures for developing grounded theory : pbk Anselm Strauss, Juliet Corbin Sage Publications
Occupational therapy : new perspectives edited by Jennifer Creek Whurr
Occupational therapy and chronic fatigue syndrome Diane L. Cox ; senior lecturer in occupational therapy, South Bank University, London ; consulting editor in occupational therapy, Clephane HumeWhurr
Medical aspects of disability : a handbook for the rehabilitation professional : hbk Herbert H. Zaretsky, Edwin F. Richter, Myron G. Eisenberg, editors Springer Pub. Co.
Functions of a manager in occupational therapy : alk. paper [edited by] Karen Jacobs, Martha K. Logigian SLACK
Lifestyle performance : a model for engaging the power of occupation Beth Velde, Gail Fidler Slack
Orthopedic physical assessment [text] David J. Magee Saunders, Elsevier
Aging with a disability guest editor, Adrian Cristian Saunders
Identity : youth and crisis : pbk Erik H. Erikson W. W. Norton
Occupational therapy in childhood edited by Chia Swee Hong and Lynne Howard Whurr
Writing, speaking, & communication skills for health professionals : cloth The Health Care Communication Group Yale University Press
Defektbildung in der Schizophrenie : Bedeutung der Leonhard-Klassifikation in der modernen Schizophrenie-Forschung Barbara Bollmann VWF
Professionalism in physical therapy : history, practice, & development : pbk Laura Lee Swisher, Catherine G. Page Elsevier Saunders
Expertise in physical therapy practice edited by Gail M. Jensen ... [et al.] ; with six contributors ; forewords by Ruth B. Purtilo, Jules Rothstein Saunders Elsevier
Rheumatoid arthritis of the wrist Barry Katzman and Paul Feldon, guest editors W.B. Saunders
Braunwald's heart disease : review and assessment Leonard S. Lilly Elsevier Saunders
Occupational therapy evaluation for adults : a pocket guide Maureen E. Neistadt Lippincott Williams & Wilkins
Theoretical basis of occupational therapy Mary Ann McColl ... [et al.] ; with assistance on historical chapters by Penny Bryden SLACK Inc.
Amyotrophic lateral sclerosis edited by Robert H. Brown Jr, Michael Swash, Piera Pasinelli Informa Healthcare
The human foot : a companion to clinical studies Leslie Klenerman and Bernard Wood ; with contribution by Nicole L. Griffin Springer
Qualitative research in evidence-based rehabilitation edited by Karen Whalley Hammell and Christine Carpenter ; foreword by Susan R. Harris Churchill Livingstone
Chronic pain management for physical therapists : pbk [edited by] Harriët Wittink, Theresa Hoskins Michel ; with a foreword by Daniel B. Carr Butterworth-Heinemann
Clinical cases in physical therapy Mark A. Brimer, Michael L. Moran ; foreword by Charles D. Ciccone Butterworth-Heinemann
Neuropsychologische Rehabilitation G.P. Prigatano Springer
International classification of functioning, disability and health World Health Organization
Duchenne muscular dystrophy : hard Alan E.H. Emery, Francesco Muntoni Oxford University Press
Creative therapies : a psychodynamic approach within occupational therapy Kim Atkinson, Catherine Wells Thornes
Client-centred practice in occupational therapy : a guide to implementation : [pbk] edited by Thelma Sumsion ; forewords by Christine Craik, John Glossop Churchill Livingstone Elsevier
Joint structure and function : a comprehensive analysis Pamela K. Levangie, Cynthia C. Norkin Davis
Play in occupational therapy for children edited by L. Diane Parham, Linda S. Fazio ; with 20 contributors ; primary photographer, Shay McAtee Mosby
Dysphagia : a medical dictionary, bibliography, and annotated research guide to internet references James N. Parker and Philip M. Parker, editors ICON Health Publications
Neural repair and plasticity edited by Michael E. Selzer ... [et al.] Cambridge University Press
Medical neurorehabilitation edited by Michael E. Selzer ... [et al.] Cambridge University Press
The lumbar spine : mechanical diagnosis & therapy v. 1 Robin McKenzie, Stephen May Spinal Publications
The lumbar spine : mechanical diagnosis & therapy v. 2 Robin McKenzie, Stephen May Spinal Publications
Practical manual of physical medicine and rehabilitation Jackson C. Tan ; foreword by Mathew H.M. Lee Elsevier-Mosby
Travell & Simons' myofascial pain and dysfunction : the trigger point manual v. 1 David G. Simons, Janet G. Travell, Lois S. Simons ; illustrations by Barbara D. Cummings, with contributions by Diane Abeloff and Jason LeeWilliams & Wilkins
The lower extremities Janet G. Travell, David G. Simons ; illustrations by Barbara D. Cummings Lippincott Williams & Wilkins
Promoting legal awareness in physical and occupational therapy Ron Scott Mosby
Therapeutic exercise for lumbopelvic stabilization : a motor control approach for the treatment and prevention of low back pain Carolyn Richardson, Paul W. Hodges, Julie Hides Churchill Livingstone
Introduction to occupational therapy Barbara Sabonis-Chafee, Susan M. Hussey Mosby
Client centered occupational therapy edited by Mary Law SLACK
Frames of reference for pediatric occupational therapy Paula Kramer, Jim Hinojosa Lippincott Williams & Wilkins
Concepts of occupational therapy Kathlyn L. Reed, Sharon Nelson Sanderson Tokyo : Lippincott Williams & Wilkins
New frontiers in psychosocial occupational therapy Anne Hiller Scott, editor Haworth Press
Geriatric rehabilitation guest editor, Adrian Cristian Saunders
Running injuries guest editors, Venu Akuthota, Mark A. Harrast ; consulting editor, George H. Kraft Saunders
Principles of treatment in Parkinson's disease Anthony H.V. Schapira, C. Warren Olanow Butterworth Heinemann Elsevier
Teaching students geriatric research : alk. paper Margaret A. Perkinson, Kathryn L. Braun Haworth Press
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Therapeutic exercises using foam rollers Caroline Corning Creager Executive Physical Therapy
Rehabilitation in sports medicine : a comprehensive guide [edited by] Paul K. Canavan Appleton & Lange
Competency based fieldwork evaluation for occupational therapists : manual Ann Bossers ... [et al.] Delmar, Thomson Learning
Injury prevention and rehabilitation for active older adults Kevin P. Speer, editor Human Kinetics
Physical medicine & rehabilitation edited by Randall L. Braddom ; associate editors, Ralph M. Buschbacher ... [et al.] Saunders Elsevier
Pharmacology in rehabilitation Charles D. Ciccone F.A. Davis
Physical agents in rehabilitation : from research to practice Michelle H. Cameron Saunders
Atlas of clinical gross anatomy Kenneth P. Moses ... [et al.] ; prosections of the head, neck, and trunk prepared by Martein Moningka Elsevier Mosby
The musculoskeletal system : differential diagnosis from symptoms and physical signs John McM. Mennell Aspen Publishers
Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular medicine v. 1 edited by Douglas P. Zipes ... [et al.] Elsevier Saunders
Braunwald's heart disease : a textbook of cardiovascular medicine v. 2 edited by Douglas P. Zipes ... [et al.] Elsevier Saunders
Amyotrophic lateral sclerosis : new research Christine A. Murray, editor Nova Biomedical Books
Occupational therapy examination review guide Caryn R. Johnson, Arlene Lorch, Tina DeAngelis F.A. Davis
Physical therapy of the shoulder edited by Robert A. Donatelli Churchill Livingstone
Kinesiology for occupational therapy : alk. paper Melinda Rybski Slack
Maitland's vertebral manipulation : pbk Geoffrey D. Maitland ; edited by Elly Hengeveld, Kevin Banks, Kay English Elsevier Butterworth-Heinemann
Cardiovascular and pulmonary physical therapy : an evidence-based approach William E. DeTurk, Lawrence P. Cahalin McGraw-Hill, Medical Publishing Division
Occupational therapy practice framework : Domain & process American Occupational Therapy Association American Occupational Therapy Association
Maitland's peripheral manipulation edited by Elly Hengeveld, Kevin Banks ; foreword by Peter Wells Elsevier/Butterworth Heinemann
Kinesiology : movement in the context of activity : pbk David Paul Greene, Susan L. Roberts ; illustrations by David Paul Greene Elsevier Mosby
Differential diagnosis for physical therapists : screening for referral Catherine Cavallaro Goodman, Teresa E. Kelly Snyder Saunders Elsevier
Dysphagia screening : a training resource pack Lucy Rodriguez, Merida Borrelli Whurr
Rehabilitation techniques for sports medicine and athletic training [edited by] William E. Prentice McGraw-Hill Higher Education
Laboratory manual to accompany rehabilitation techniques for sports medicine and athletic training [edited by] William E. Prentice ; prepared by Thomas W. Kaminski McGraw-Hill Higher Education
Health assessment in nursing Janet Weber, Jane H. Kelley Lippincott Williams & Wilkins
Differential diagnosis for physical therapists : screening for referral Catherine Cavallaro Goodman, Teresa E. Kelly Snyder Saunders Elsevier
Contraindications in physical rehabilitation : doing no harm Mitchell Batavia Saunders Elsevier
Prevention practice : a physical therapist's guide to health, fitness, and wellness edited by Catherine Rush Thompson SLACK
The dysphagia cookbook : great tasting and nutritious recipes for people with swallowing difficulties Elayne Achilles ; foreword by Todd Levine Cumberland House
Physical activities in daily life in patients with COPD : characterization, impact of acute exacerbations and pulmonary rehabilitation Fábio Pitta Leuven University Press
Neuroscience : fundamentals for rehabilitation Laurie Lundy-Ekman Saunders Elsevier
Clinical reasoning for manual therapists Mark A. Jones and Darren A. Rivett ; foreword by Lance Twomey Butterworth Heinemann
Shoulder rehabilitation : non-operative treatment [edited by] Todd S. Ellenbecker Thieme
Clinical examination of the shoulder Todd S. Ellenbecker Elsevier Saunders
Neurologic interventions for physical therapy : pbk Suzanne Tink Martin, Mary Kessler Saunders Elsevier
Diagnosis and treatment of movement impairment syndromes Shirley Sahrmann Mosby
Motor control and learning : a behavioral emphasis : hard Richard A. Schmidt, Timothy D. Lee Human Kinetics
Hand, elbow & shoulder : core knowledge in orthopaedics Thomas E. Trumble, Jeffrey E. Budoff, Roger Cornwall Mosby Elsevier
Biomechanics of musculoskeletal injury William C. Whiting, Ronald F. Zernicke Human Kinetics
Physical medicine and rehabilitation : principles and practice v. 1 [edited by] Joel A. DeLisa, Bruce M. Gans, Nicholas E. Walsh Lippincott Williams & Wilkins
Physical medicine and rehabilitation : principles and practice v. 2 [edited by] Joel A. DeLisa, Bruce M. Gans, Nicholas E. Walsh Lippincott Williams & Wilkins
Supporting the caregiver in dementia : a guide for health care professionals : hardcover edited by Sheila M. LoboPrabhu, Victor A. Molinari, James W. Lomax Johns Hopkins University Press
The science and practice of manual therapy Eyal Lederman ; forewords by Gregory D. Cramer, Robert Donatelli, Frank H. Willard Elsevier/Churchill Livingstone
An introduction to biomechanics of sport and exercise by James Watkins ; foreword by David G. Kerwin Churchill Livingstone/Elsevier
A model of human occupation : theory and application : pbk [edited by] Gary Kielhofner Lippincott Williams & Wilkins
Sports-specific rehabilitation : pbk [edited by] Robert Donatelli Churchill Livingstone
Instructional course lectures Shoulder and elbow edited by Jon J.P. Warner American Academy of Orthopaedic Surgeons
Postsurgical orthopedic sports rehabilitation : knee & shoulder Robert C. Manske Mosby/Elsevier
Lessons learned : stroke recovery from a caregiver's perspective Berenice E. Kleiman Cleveland Clinic Press
Practical electrotherapy : a guide to safe application John Fox, Tim Sharp ; foreward by Sheila Kitchen Churchill Livingstone/Elsevier
Life and love : positive strategies for autistic adults Zosia Zaks ; foreword by Temple Grandin Autism Asperger
Physical therapy in acute care : a clinician's guide : pbk editor, Daniel Malone ; assistant editor, Kathy Lee Bishop Lindsay Slack
Asperger's and girls : world-renowned experts join those with Asperger's syndrome to resolve issues that girls and women face every day!featuring Tony Attwood and Temple Grandin, plus 7 more experts Future Horizons
Understanding and preventing noncontact ACL injuries American Orthopaedic Society for Sports Medicine ; editors, Timothy E. Hewett, Sandra J. Shultz and Letha Y. GriffinHuman Kinetics
Movement, stability & lumbopelvic pain : integration of research and therapy edited by Andry Vleeming, Vert Mooney, Rob Stoeckart ; illustrations by Philip Wilson Chartwell Churchill Livingstone/Elsevier
Color atlas of skeletal landmark definitions : guidelines for reproducible manual and virtual palpations Serge Van Sint Jan ; forewords by Paul Allard, Ge Wu Churchill Livingstone/Elsevier
Pain in practice : theory and treatment strategies for manual therapists Hubert van Griensven ; foreword by Douglas Justins ; with contributions from Sarah Barker, Helen Galindo Butterworth Heinemann/Elsevier
Case studies in stroke : common and uncommon presentations : pbk Michael G. Hennerici ... [et al.] Cambridge University Press
Fibromyalgia & chronic myofascial pain : a survival manual Devin Starlanyl, Mary Ellen Copeland ; foreword by Christopher R. Brown New Harbinger Publications
Field's anatomy, palpation and surface markings Derek Field, Jane Owen Hutchinson Butterworth-Heinemann/Elsevier
Physical therapy management Ron Scott, Christopher Petrosino ; contributor, Jonathan Cooperman Mosby/Elsevier
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Therapeutic exercise for physical therapist assistants [edited by] William D. Bandy, Barbara Sanders ; photography by Michael A. Morris Wolters Kluwer/Lippincott, Williams & Wilkins
Trigger point therapy for myofascial pain : the practice of informed touch Donna Finando and Steven Finando Healing Arts Press
The trigger point therapy workbook : your self-treatment guide for pain relief Clair Davies with Amber Davies ; foreword by David G. Simons New Harbinger Publications
The orthopedic workbook for physical therapy Wanda Peresic Jones and Bartlett
Musculoskeletal physical examination : an evidence-based approach [edited by] Gerard A. Malanga, Scott F. Nadler Mosby

以上  200冊

上記以外  939 冊
  計 1,139  冊
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関節リウマチの薬を選ぶ方法  上野武久著 悠飛社
動物研究者ダイアン・フォッシー  柴田都志子著 理論社
2007年  理学療法士・作業療法士・国家試験・共通問題 : 虫喰い問題による実力度チェック  理学療法士・作業療法士国家試験研究会編 2007年 ユリシス・出版部
'07  理学療法士・作業療法士・国家試験・共通問題 : 要領よくマスターしたもの勝ち  理学療法士・作業療法士国家試験研究会編 '07 ユリシス・出版部
腰痛間違いだらけの治療法  五味勝著 八広社
無痛バランス療法  林宗駛著 リヨン社
在宅介護と環境保健 : より快適な生活を送るための知恵袋  東京アポ・ケアーズ出版委員会編 薬事日報社
腰痛・肩こり解消読本 : 身近な予防法から最新治療法まで  藤巻悦夫監修 みずうみ書房
骨・軟骨代謝と注目の骨疾患 : 骨新生から骨疾患の病態解明・治療まで  松本俊夫編 羊土社
ボーダーラインの人々 : 多様化する心の病  織田尚生編 ゆまに書房
高齢者のためのおもちゃで楽楽作業療法 : アクティビティ・トイの適応と選定  松田均著 黎明書房
2004年版  高血圧治療ガイドライン  日本高血圧学会高血圧治療ガイドライン作成委員会編 2004年版 日本高血圧学会
骨粗鬆症Q&A  折茂肇, 井上哲郎監修 ; 林泰史[ほか]編 ライフサイエンス出版
運動負荷試験ハンドブック  Victor F.Froelicher,Susan Quaglietti〔著〕 ; 兼本成斌[ほか]訳 メディカル・サイエンス・インターナショナル
上  身体知の形成 : 運動分析論講義  金子明友著 上 明和出版
下  身体知の形成 : 運動分析論講義  金子明友著 下 明和出版
特別支援教育のための発達障害入門 : LD、ADHD、高機能自閉症  友久久雄編著 ミネルヴァ書房
義肢装具士まるごとガイド : 資格のとり方・しごとのすべて ミネルヴァ書房
作業療法士まるごとガイド : 資格のとり方・しごとのすべて ミネルヴァ書房
精神障害者の未来を拓くために : 精神病者監護法制定100周年・精神衛生法制定50周年記念インタビュー  話し手秋元波留夫 ; 聞き手藤井克徳 共同作業所全国連絡会
クライオセラピー : 理論,テクニック,生理学  Kenneth L.Knight著 ; 魚住広信訳 メディカル葵出版
実践地域リハビリテーション私論 : ユニバーサル社会への道標  澤村誠志著 三輪書店
生体情報計測  星宮望著 森北出版
関節リウマチ診療 : 生物学的製剤の導入による新展開  東京女子医科大学附属膠原病リウマチ痛風センター〔編〕 : 鎌谷直之, 山中寿編集 メジカルビュー社
社会リハビリテーション論  相澤譲治[ほか]編 三輪書店
食べることの障害とアプローチ  山根寛,加藤寿宏編集 三輪書店
ミュージックセラピィ : 対話のエチュード  稲田雅美著 ミネルヴァ書房
精神障害とこれからの社会  新宮一成, 角谷慶子編 ミネルヴァ書房
精神障害者福祉の実践 : 当事者主体の視点から  石神文子, 遠塚谷冨美子, 眞野元四郎編著 ミネルヴァ書房
精神保健と発達障害の診断基準 : 0歳から3歳まで  Zero to Three [編] ; 本城秀次, 奥野光訳 ミネルヴァ書房
リハビリテーションシークレット  ブライアン J. オーヤング, マーク A. ヤング, スティーブン A. スティエンス編 ; 道免和久, 藤谷順子監訳メディカル・サイエンス・インターナショナル
理学療法リスク管理マニュアル  聖マリアンナ医科大学病院リハビリテーション部理学療法科著 三輪書店
根拠にもとづく精神科薬物療法  Philip G.Janicak[著] ; 仙波純一[ほか]訳 メディカル・サイエンス・インターナショナル
呼吸の病態生理  ジョン・B・ウエスト著 ; 堀江孝至訳 メディカル・サイエンス・インターナショナル
いかにして狂気を脱するか : 精神力動入門  阪本良男著 マルジュ社
[1]  メンタルケア論  メンタルケア協会編 [1] メンタルケア協会
2  メンタルケア論  メンタルケア協会編 2 メンタルケア協会
人はなぜウソをつくのか?  斉藤勇著 毎日新聞社
レジデントのための呼吸器病学  金沢実[ほか]編 ; 太田保世監修 メディカル・サイエンス・インターナショナル
ファーマナビゲータービスフォスフォネート編  水沼英樹, 萩野浩編集 メディカルレビュー社
ぼくは、ADHD! : 自分を操縦する方法  ベン・ポリス著 ; 山本俊至訳 三輪書店
過食症  ボニー・グレイブス著 ; 上田勢子訳 大月書店
拒食症  ボニー・グレイブス著 ; 上田勢子訳 大月書店
うつ病  ジュディス・ピーコック著 ; 上田勢子訳 大月書店
パニック障害  ナンシー M.キャンベル著 ; 上田勢子訳 大月書店
怒りのコントロール  ジュディス・ピーコック著 ; 上田勢子訳 大月書店
自殺  ジュディス・ピーコック著 ; 上田勢子訳 大月書店
親の離婚 : 居場所をさがして…  アイリーン・キューン著 ; 上田勢子訳 大月書店
ストレスのコントロール : ストレスを減らす方法を知ろう  スーザン R.グレッグソン著 ; 上田勢子訳 大月書店
喪失感 : からっぽな心をだいて……  アイリーン・キューン著 ; 上田勢子訳 大月書店
ADDとADHD  ジュディス・ピーコック著 ; 上田勢子訳 大月書店
上肢のマニュアルセラピー  Diane Lee著 ; 宮本重範訳 医歯薬出版
脳性麻痺の類型別運動発達  ベルタ・ボバース,カレル・ボバース著 ; 紀伊克昌, 今川忠男訳 医歯薬出版
頸診療マニュアル  森健躬著 医歯薬出版
手の痛みと機能障害  Rene Cailliet著 ; 荻島秀男訳 医歯薬出版
神経生理学  石川友衛著 医歯薬出版
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運動生理学  石川友衛著 医歯薬出版
作業療法総論  金子翼, 鈴木明子編 医歯薬出版
作業療法各論  金子翼, 鈴木明子編集 ; 金子翼〔ほか〕執筆 医歯薬出版
リハビリテーション医学概論  岩倉博光著 医歯薬出版
人間発達学  上田礼子著 医歯薬出版
運動学  斎藤宏編著 医歯薬出版
補装具  加倉井周一, 初山泰弘著 医歯薬出版
脊髄損傷 : 包括的リハビリテーション  初山泰弘, 二瓶隆一編 ; 初山泰弘 [ほか] 著 医歯薬出版
循環器疾患 呼吸器疾患 医歯薬出版
知的障害・発達障害を持つ人のQOL : ノーマライゼーションを超えて  Robert L. Schalock編 ; 三谷嘉明, 岩崎正子訳 医歯薬出版
片麻痺の評価と治療  Berta Bobath著 ; 紀伊克昌訳 医歯薬出版
軟部組織の痛みと機能障害  Rene Cailliet著 ; 荻島秀男訳 医歯薬出版
肩の痛み  Rene Cailliet著 ; 荻島秀男訳 医歯薬出版
正しい腰痛のなおしかた : カリエ博士の腰痛ガイド  レネ・カリエ著 ; 荻島秀男訳 医歯薬出版
循環器疾患の理学療法  奈須田鎮雄〔ほか〕著 医歯薬出版
頭と顔の痛み  Rene Cailliet著 ; 荻島秀男訳 医歯薬出版
腰痛症  Rene Cailliet著 ; 荻島秀男訳 医歯薬出版
頚と腕の痛み  Rene Cailliet著 ; 荻島秀男訳 医歯薬出版
膝の痛みと機能障害  Rene Cailliet著 ; 荻島秀男訳 医歯薬出版
足と足関節の痛み  Rene Cailliet著 ; 荻島秀男訳 医歯薬出版
認知障害のリハビリテーション  edited by Rodger Ll. Wood, Ian Fussey ; 清水一 [ほか] 訳 医歯薬出版
不動の身体と息する機械 : ALS : let it breathe!  立岩真也著 医学書院
チーム医療のための呼吸循環管理マニュアル  塚本玲三,相馬一亥編集 ; 塚本玲三〔ほか〕執筆 医学書院
リハビリテーションの思想 : 人間復権の医療を求めて  上田敏著 医学書院
脳卒中の早期リハビリテーション  二木立,上田敏著 医学書院
精神障害リハビリテーション : 21世紀における課題と展望  村田信男, 川関和俊, 伊勢田堯編 医学書院
一般外来における精神症状のみかた  浜田晋著 医学書院
神経心理学入門  山鳥重著 医学書院
ECTマニュアル : 科学的精神医学をめざして  本橋伸高著 医学書院
理学療法の本質を問う  奈良勲著 医学書院
心理社会的リハビリテーションのキーワード : 障害の新しい見方  M・G・イーゼンバーグ編 ; 天笠崇 [ほか] 訳 ; 野中猛, 池淵恵美監訳 岩崎学術出版社
「認知を生きる」ことの意味 : カランブローネからリハビリテーションの地平へ  アルド・ピエローニ, ソニア・フォルナーリ著 ; 小池美納訳 ; 沖田一彦編集 協同医書出版社
世界の精神保健 : 精神障害、行動障害への新しい理解  世界保健機関(WHO)編 ; 中野善達監訳 明石書店
動作と行動の意味論 : 非言語伝達の研究  中野道雄著 英宝社
精神治療における音楽療法をめぐって  村井靖児著 音楽之友社
高齢者・痴呆性老人のための療育・音楽療法プログラム  赤星建彦, 赤星多賀子, 加藤みゆき著 音楽之友社
[1]  行動療法  山上敏子著 [1] 岩崎学術出版社
2  行動療法  山上敏子著 2 岩崎学術出版社
3  行動療法  山上敏子著 3 岩崎学術出版社
1  芸術療法 1 岩崎学術出版社
2  芸術療法 2 岩崎学術出版社
人格障害の認知療法  アーロン・T・ベック, アーサー・フリーマン [ほか] 著 ; 岩重達也, 南川節子, 河瀬雅紀訳 ; 井上和臣監訳岩崎学術出版社
分裂病からの回復支援 : 精神障害リハビリテーション論集  野中猛著 岩崎学術出版社
精神分析的精神療法の原則 : 支持-表出法マニュアル  レスター・ルボルスキー著 ; 頼藤和寛[ほか]訳 ; 竹友安彦監訳 岩崎学術出版社
外傷性精神障害 : 心の傷の病理と治療  岡野憲一郎著 岩崎学術出版社
精神と身体  [ウィニコット著] ; [クレア・ウィニコット, レイ・シェパード, マデレーヌ・デイヴィス編] ; [牛島定信, 日本語版編集] ; 館直彦 [ほか] 訳岩崎学術出版社
子どもと青年期の治療相談  [ウィニコット著] ; 倉ひろ子訳 ; 牛島定信監訳 岩崎学術出版社
治療作用 : 精神分析的精神療法の手引き  E.E.ジョーンズ著 ; 守屋直樹, 皆川邦直監訳 岩崎学術出版社
精神科慢性病棟 : 松沢病院1958-1962  岡田靖雄著 岩崎学術出版社
現代の子どもと強迫性障害  広沢正孝, 広沢郁子編著 岩崎学術出版社
精神障害の治療と教育  内山喜久雄 [ほか] 編集 岩崎学術出版社
脳・身体障害の治療と教育  内山喜久雄 [ほか] 編集 岩崎学術出版社
コラージュ療法・造形療法  高江洲義英, 入江茂編 岩崎学術出版社
ダンスセラピー  飯森眞喜雄, 町田章一編 岩崎学術出版社
1  光とともに・・・ : 自閉症児を抱えて  戸部けいこ著 1 秋田書店
肉単  原島広至文・イラスト エヌ・ティー・エス
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脳単  原島広至文・イラスト エヌ・ティー・エス
臓単  原島広至文・イラスト エヌ・ティー・エス
骨単  原島広至文・イラスト エヌ・ティー・エス
ひざの痛み : 無理なく自分で治す  黒沢尚著 家の光協会
腰痛・肩こり : これでよくなるかるくなる  石塚忠雄著 家の光協会
肩こり・腰痛 : つらい「こり・痛み」もスッキリ!  荒井孝和著 家の光協会
マニュアルメディスンチェックリスト  J.&V. ドヴォルザーク [ほか] 著 ; 山根悟訳 エンタプライズ
精神療法面接のコツ  神田橋條治著 岩崎学術出版社
精神科養生のコツ  神田橋条治著 岩崎学術出版社
思春期の心 : 家族のための精神医学  井上洋一著 医学書林
ICD-10精神および行動の障害 : 臨床記述と診断ガイドライン  World Health Organization[編] ; 融道男[ほか]監訳 医学書院
歴史と文化に見る身体障害者  松尾智著 明石書店
方法としての面接 : 臨床家のために  土居健郎著 医学書院
腰痛コンサルタント : 腰痛を知り尽くそう  児玉浩憲著 医道の日本社
子どもの心がうつになるとき  デビッド・ファスラー, リン・デュマ著 ; 品川裕香訳 エクスナレッジ
精神障害のある人の人権  関東弁護士会連合会編 明石書店
精神科主治医の仕事 : 癒しはどのように実現されるのか  塚崎直樹著 アニマ2001
「こころの病い」事始め : 精神障害者問題入門  吉川武彦著 明石書店
ユニバーサルデザイン解体新書  北岡敏信著 明石書店
リハビリテーション処方必携 : 運動療法・物理療法・作業療法  土肥信之, 岩谷力, 栢森良二編集 医歯薬出版
筋ジストロフィーの高校生、宇宙を学ぶ  千頭一郎著 岩波書店
DSM-IV-TR精神疾患の分類と診断の手引  American Psychiatric Association [編] ; 高橋三郎, 大野裕, 染矢俊幸訳 医学書院
精神科領域  村崎光邦, 矢後和夫監修 医薬ジャーナル社
精神療法とエロス  藤縄昭著 弘文堂
精神科臨床と精神療法  馬場謙一著 弘文堂
こころのソムリエ : 精神科医28人の見立てと助言  藤縄昭編 弘文堂
発達障害児の早期指導プログラム : 1～3歳レベルを中心に  川村秀忠編著 慶応通信
患者から学ぶ  「精神療法」編集部編 金剛出版
イメージと心の癒し  福島章編 金剛出版
精神療法の技法論  成田善弘著 金剛出版
集団精神療法の基礎用語  北西憲二, 小谷英文編集代表 金剛出版
精神障害者のための宿泊訓練ガイドブック  野中猛, 齋藤敏靖編 金剛出版
初心者のための技法入門  大野清志, 村田茂編 慶應義塾大学出版会
精神療法の探究  成田善弘 [ほか] 編 金剛出版
思考の発達についての総合的研究  田中俊也著 関西大学出版部
発達障害ガイドブック : 保護者と保育士・教師・保健師・医師のために : 自閉症スペクトル、広汎性発達障害、高機能自閉症、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害  東條惠著 考古堂書店
ノーマライゼーション実践学 : 凡人から達人をめざす作業療法士道  大丸幸, 吉田隆幸編著 青海社
幼児期の他者理解の発達 : 心のモジュール説による心理学的検討  子安増生著 京都大学学術出版会
発達障害の臨床心理学  次良丸睦子, 五十嵐一枝著 北大路書房
骨を鍛えるために  清野佳紀著 金原出版
骨粗鬆症の治療と予防  中島信治著 金原出版
介護老人保健施設リハビリテーションマニュアル  全国老人保健施設協会編 厚生科学研究所
生体計測工学入門  橋本成広著 コロナ社
精神症候学  浜田秀伯著 弘文堂
精神障害者のためのケースマネージメント  チャールズ A.ラップ著 ; 濱田龍之介 [ほか] 訳 金剛出版
ミルトン・エリクソンの催眠療法入門 : 解決志向アプローチ  W・H・オハンロン, M・マーチン著 ; 宮田敬一監訳 ; 津川秀夫訳 金剛出版
軽度発達障害児の理解と支援 : 子どもと家族への実践的サポート  降籏志郎編著 金剛出版
SSTウォーミングアップ活動集 : 精神障害者のリハビリテーションのために  前田ケイ著 金剛出版
活性酸素と運動  大野秀樹, 跡見順子, 伏木亨編 杏林書院
発達障害のある子の困り感に寄り添う支援 : 通常の学級に学ぶLD・ADHD・アスペの子どもへの手立て  佐藤曉著 学習研究社(学研)
栄養と運動  伏木亨, 跡見順子, 大野秀樹編 杏林書院
特別支援教育のための精神・神経医学  杉山登志郎 , 原仁共著 学研
特別支援教育のためのアスペルガー症候群の医学  榊原洋一著 学研
Smile(スマイル)つうしん : 自閉症の息子二人とともに  高橋美穂著 クリエイツかもがわ
手軽な運動で腰・ひざ・肩の痛みをとる  三木英之〔ほか〕2 講談社
精神障害をもつ人が地域でくらしていくために : 介護保険統合論と、求められる社会的支援  障害者生活支援システム研究会編 ; 山本耕平執筆 かもがわ出版
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アメリカの軽度発達障害児教育 : 「無償の適切な教育」を保障  清水貞夫著 クリエイツかもがわ
イケイケ、パニッカー : 自閉症の子育てマンガ&エッセイ  高阪正枝著 クリエイツかもがわ
広汎性発達障害の子どもと医療  市川宏伸著 かもがわ出版
有機フリーラジカルの化学  東郷秀雄著 講談社
発達障害児教育実践論 : 占領期の教育職員再教育講習会等の「特殊教育講座」の検討  市澤豊著 学術出版会
知的発達障害の家族援助  早樫一男, 団士郎, 岡田隆介編 金剛出版
発達障害の臨床  中根晃著 金剛出版
ACT入門 : 精神障害者のための包括型地域生活支援プログラム  西尾雅明著 金剛出版
「甘え」理論と精神分析療法  土居健郎著 金剛出版
: 新装版  グループサイコセラピー : ヤーロムの集団精神療法の手引き  アーヴィン・D・ヤーロム, ソフィア・ヴィノグラードフ共著 ; 川室優訳 : 新装版 金剛出版
行動問題、心の健康、スポーツへの技法適用  大野清志, 村田茂監修 慶應義塾大学出版会
精神科治療薬の上手な使い方  中河原通夫著 金剛出版
セラピストのためのフォーカシング入門  日笠摩子著 金剛出版
ライフサイクルと臨床心理学  氏原寛著 金剛出版
人間科学としての臨床心理学  文教大学臨床心理学科編集委員会編 金剛出版
サルコフスキスとバーチウッドの面接技法  丹野義彦編著 金子書房
精神療法と精神分析  土居健郎著 金子書房
認知行動療法 : 臨床と研究の発展  ポール M.サルコフスキス編 金子書房
発達障害者支援法ガイドブック  発達障害者支援法ガイドブック編集委員会編 河出書房新社
症例でたどる子どもの心理療法 : 情緒的通いあいを求めて  森さち子著 金剛出版
学習につまずきのある子の地域サポート : LD・ADHD・広汎性発達障害児の援助  金谷京子[ほか]共著 川島書店
チームを育てる : 精神障害リハビリテーションの技術  P.W.コリガン, D.W.ギフォート編 ; 野中猛監訳 ; 柴田珠里訳著 金剛出版
社会福祉援助技術演習 : 実践に必要な柔軟な応用思考・動作の訓練  岡本民夫編著 川島書店
こころの発達と学習の心理  岡村一成, 浮谷秀一編 啓明出版
発達障害児の就学前期指導プログラム : 3～5歳レベルを中心に  川村秀忠編著 慶応通信
リエゾン・カンファレンス : リハビリテーション医療における心理的ケア  乾吉佑, 慶応義塾大学月が瀬リハビリテーションセンターリエゾン・カンファレンス研究会共著 慶応義塾大学出版会
精神疾患早期介入の実際 : 早期精神病治療サービスガイド  J.エドワーズ, P.D.マクゴーリ著 ; 水野雅文, 村上雅昭監訳 金剛出版
結核作業療法とその時代 : 甦る作業療法の原点  加賀谷一著 協同医書出版社
精神療法の基礎学序説 : こころの病とその治療の構造的解明にむけて  石坂好樹著 金剛出版
精神障害者の社会参加への援助  蜂矢英彦著 金剛出版
医療技術者のための計測工学 : 試料検査装置の原理と取扱法  吉田徹著 コロナ社
発達心理臨床学 : 病み、悩み、障害をもつ人間への臨床援助的接近  久留一郎著 北大路書房

以上  200冊

上記以外  6,348 冊
  計 6,548  冊
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兵庫医科大学研究科教授会規程 

 

（目的） 

第 1 条 この規程は、大学院学則第１１条第５項の規定に基づき、研究科教授会に関する

必要な事項を定める。 

 

（構成） 

第 2 条 研究科教授会は、大学院学則第１１条第２項に基づき、以下の者をもって構成す

る。 

１ 医学研究科教授会は、研究科長及び専任の教授をもって構成する。ただし、臨床教授

及び教育教授等は、この専任の教授には含まれないものとする。 

２ 薬学研究科、看護学研究科及びリハビリテーション科学研究科の各教授会は、研究科

長並びに研究指導教員又は研究指導補助教員である専任の教授、准教授及び講師をもって

構成する。 

 

（審議） 

第 3 条 研究科教授会は、大学院学則第１１条第３項に基づく事項を審議し、学長に意見

を述べるものとし、同条第４項に基づき学長及び研究科長の求めに応じて、意見を述べる

ことができる。 

 

（議長・招集） 

第 4条 研究科長は、研究科教授会を招集し、その議長となる。 

② 研究科長に事故があるときは、研究科長があらかじめ指名した者がこれを代行する。 

③ 研究科教授会を招集するには、あらかじめその目的である事項を文書で通知する。 

ただし、急を要するときはこの限りでない。 

④ 議長は、研究科教授会の運営等について、学長と事前協議するものとする。 

 

（開催） 

第 5 条 研究科教授会は、原則として月１回定例開催する。ただし、必要あるときは随時

開くことができる。 

 

（定足数） 

第 6 条 研究科教授会は、第２条に規定する構成員の過半数が出席しなければ、これを開

くことができない。 

② 次の各号のいずれかに該当する者は、特別な定めがある場合を除き構成員の総数から

除外する。 

1 引続き２月以上にわたり研究科教授会に出席することができないと認められる者 

2 海外に出張中の者 
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（研究科教授会構成員以外の出席） 

第 7 条 議長は、必要に応じて構成員以外の教職員を出席させ、説明又は意見を述べさせ

ることができる。 

② 前項にかかわらず、学長は、重要事項について必要に応じて研究科教授会に出席し、

意見を述べることができる。 

                         

（議事録） 

第８条 研究科教授会の議事については、議事録を作成し、研究科教授会構成員の確認を

得なければならない。 

 

（各種委員会の設置） 

第９条 研究科教授会は、必要に応じて、各種の委員会を置く。 

② 委員会に関する規程は、別に定める。 

 

（役員会への報告） 

第１０条 学長は、常務会、理事会に必要に応じて研究科教授会審議事項等を報告する。 

 

（事務） 

第１１条 この規程に関する事務は、大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第１２条 この規程の改廃は、学長が発議し、大学運営会議の意見を聴き、常務会が行う。 

   

附 則 

この規程は、平成２７年５月１９日から施行する。 

 

  附 則 

この改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この改正は、２０２０年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、２０２２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、２０２３年４月１日から施行する。 

 

  附 則 

この改正は、２０２４年４月１日から施行する。 
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兵庫医科大学大学運営会議規程 

 

（目的） 

第１条 この規程は、学則第 16 条第 2 項及び大学院学則 11 条の 2 の規定に基づき、大学

運営会議（以下「会議」という。）に関して必要な事項を定める。 

 

（役割） 

第２条 会議は、本学及び本学大学院の運営に関する次の各号に掲げる事項について審議

し、学長が当該事項の決定を行うに当たり意見を述べるものとする。 

 １ 将来計画に関する事項 

 ２ 教育研究活動に係る基本方針及び計画に関する事項 

 ３ 入試に関する基本方針に関する事項 

 ４ 学則及び大学院学則その他重要な規程等の制定及び改廃に関する事項 

 ５ 教育研究予算に関する事項 

 ６ 内部質保証に関する事項 

 ７ 教員その他重要な人事に関する事項 

 ８ 学部間、研究科間の調整に関する事項 

 ９ その他学長が必要と認める重要事項 

 

（構成員） 

第３条 会議は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

 １ 学長 

 ２ 副学長 

 ３ 学部長（研究科長） 

 

（会議） 

第４条 会議は、学長が招集し、その議長となる。ただし、学長に事故があるときは、学

長があらかじめ指名した者がこれを代行する。 

② 会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 

③ 議長は、必要に応じて構成員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。 

④ 会議の議事については、議事録を作成し、構成員の確認を得なければならない。 

  

（開催） 

第５条 会議は原則として、月 1 回定例開催する。ただし、臨時に開催が必要な場合は、

学長が召集することができる。  
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（役員会への報告） 

第６条 学長は、常務会、理事会に必要に応じて大学運営会議審議事項等を報告する。 

 

（事務） 

第７条 会議の事務は、大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、学長が発議し、大学運営会議の意見を聴き、常務会が行う。        

 

附 則 

①この規程は、平成 28年 4月 1日から施行する。 

②この規程の制定に伴い、「兵庫医科大学学長・副学長会議に関する内規」（平成 27 年 4

月 1日施行）は廃止する。 

 

附 則 

この改正は、2022年 4月 1日から施行する 

附 則 
この改正は、2024年 4月 1日から施行する 
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兵庫医科大学 キャンパス協議会内規 
 
（趣旨） 
第１条 本学西宮キャンパス及び神戸キャンパス（以下「各キャンパス」という。）におけ

る教育、研究、診療、及び管理運営に関する事項について、学部・研究科間の調整・連

絡及び意見交換等を行うために、各キャンパスに西宮キャンパス協議会及び神戸キャン

パス協議会（以下「協議会」という。）を置く。 
 
（会議） 
第２条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 
② 西宮キャンパス協議会 
 １ 副学長（西宮キャンパスを本務とする者） 
 ２ 医学部長 

３ 病院長 
 ４ 学生部長（西宮キャンパス担当） 
 ５ 教務部長（西宮キャンパス担当） 
 ６ 図書館長または副図書館長  
 ７ その他学長が必要と認めた者 
③ 神戸キャンパス協議会 
 １ 副学長（神戸キャンパスを本務とする者） 
 ２ 薬学部長、看護学部長、リハビリテーション学部長 
 ３ 学生部長（神戸キャンパス担当） 
 ４ 教務部長（神戸キャンパス担当） 
 ５ 図書館長または副図書館長  
 ６ その他学長が必要と認めた者 
④ 各協議会の議長は学長が指名し、議長が会議を召集する。 
⑤ 各協議会は、過半数の出席をもって成立する。 
⑥ 議長は必要に応じて関係者を出席させ、その意見を聴くことができる。 
 
（開催） 

第３条 協議会は原則として、月 1回開催する。ただし、臨時に開催が必要な場合は、 

議長が召集することができる。 

 

（事務） 

第４条 協議会の事務は大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第５条 この内規の改廃は、大学運営会議の意見を聴き、学長が行う。 

 

附 則 

この内規は、2022年 4月 1日から施行する。 
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  附 則 

この改正は、2023年 4月 1日から施行する。 
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兵庫医科大学 学部等自己点検・評価に係る内規 

 

（趣旨） 

第１条 この内規は、兵庫医科大学内部質保証会議規程第９条の規定に基づき、学部・大

学院研究科（以下「学部等」という。）及びその他組織に個別に設置する自己点検・評価

委員会並びにその他組織の自己点検・評価に関して必要な事項を定める。 

 

（委員会の名称） 

第２条 前条の自己点検・評価委員会の名称は、それぞれの学部名又は大学院研究科名を

付した「兵庫医科大学（学部名又は大学院研究科名）自己点検・評価委員会」（以下「学

部等自己点検・評価委員会」という。）とする。 

② 前項にかかわらず、その他組織の自己点検・評価は、当該組織内の既存の会議、委員

会等において実施する。 

  

（審議・実施事項） 

第３条 学部等自己点検・評価委員会及びその他組織は、次の事項を審議・実施し、学部

等における教育研究の質保証の取組に責任を負う。 

１ 自己点検・評価の実施計画の策定及び実施 

２ 目的、使命、目標、各種方針及び３つのポリシーの策定及び検証 

３ 自己点検・評価結果に基づく改善・向上策の策定及び実行 

４ 自己点検・評価結果の内部質保証会議への報告 

５ 教育研究活動等の実績に係る情報収集及び分析（IR室との協働） 

６ 第三者評価（分野別認証評価を含む。）に係る対応 

７ 内部質保証会議からの報告及び内部質保証評価会議からの評価結果に基づき、学長が

改善の必要があると判断し、指示した事項への対応 

８ その他自己点検・評価に必要な事項 

② 前項第 1 号に関わる基本的な自己点検・評価項目は、内部質保証会議が別に定める。

ただし、学部等自己点検・評価委員会及びその他組織は、学部等が独自に定める点検・

評価項目に基づき、自己点検・評価に取り組むことができる。 

 

（組織及び運営） 

第４条 学部等自己点検・評価委員会に委員長を置き、学部・大学院研究科においては学

部長・大学院研究科長をもって充てる。 

② 委員は、当該学部・大学院研究科の教員とし、その構成は委員会ごとに、これを決定

する。 

また、必要に応じて学外の有識者又は当該学部の卒業生を委員として加えることがで

きる。 
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③ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。 

④ 委員会は、過半数の委員の出席をもって成立する。 

⑤ 第２項の委員の任期は２年とし、再任することができる。 

 

（委員以外の者の出席） 

第５条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を学部等自己点検・評価委員会に出席させ、

意見を聴くことができる。 

② 前項に関わらず、内部質保証会議議長は、必要に応じて、オブザーバーとして学部等

自己点検・評価委員会に出席することができる。 

 

（関連委員会等） 

第６条 学部・大学院研究科の下に設置された関連委員会等が実施した自己点検・評価等

の結果について、学部等自己点検評価・委員会は、自己点検・評価に反映させるものと

する。 

 

（内部質保証会議への報告） 

第７条 委員長及びその他組織の長は、それぞれの学部・大学院研究科又はその他組織が

行った自己点検・評価結果及びその結果に基づく改善策・向上策について、学部教授会・

研究科教授会又はその他組織内の委員会等の意見を聴き、内部質保証会議に報告するも

のとする。 

 

（事務） 

第８条 自己点検・評価に関する事務は、大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第９条 この内規の改廃は、大学運営会議の意見を聴き、学長が行う。 

 

附 則 

この内規は、2022年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この内規は、2023年 4月 1日から施行する。 
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兵庫医科大学内部質保証会議規程 

 

（趣旨） 

第１条 兵庫医科大学学則第３条及び兵庫医科大学大学院学則第４条に基づき、兵庫医科

大学及び兵庫医科大学大学院（以下「本学」という。）における教育・研究水準の向上と

活性化を図り、本学の目的及び使命を達成するため、本学における教育、研究、管理運

営等の状況について、自らの責任において点検・評価し、もって本学の内部質保証の全

学的取り組みを行う。 

 

（統括責任者） 

第２条 本学の内部質保証の統括責任者は、学長とする。 

 

（内部質保証会議） 

第３条 本学の内部質保証に責任を負う組織として、兵庫医科大学内部質保証会議（以下

「内部質保証会議」という。）を置く。 

 

（審議・実施事項） 

第４条 内部質保証会議は、次に掲げる事項を審議し、実施する。 

１ 内部質保証を実現する全学的なマネジメント体制の整備、基本方針の点検及び策定 

２ 大学及び各学部・研究科の目的、使命及び 3つのポリシー等の点検及び策定 

３ 学⽣⽀援、教育研究環境整備等に係る全学的な⽅針の点検及び策定 
４ IR 情報を活⽤し、教育課程の適切性の検証と教育改善を行うサイクルの点検・評価 
５ アセスメント・ポリシーに基づく⼤学教育の成果の点検・評価 

６ 教育研究組織、大学運営及び内部質保証システムの適切性の点検・評価 

７ 学部、大学院研究科（以下「学部等」という。）の自己点検・評価結果の検証及び検

証結果に基づく助言・指導 

８ 全学の自己点検・評価活動の検証及び検証結果に基づく改善策又は向上策の策定 

９ 自己点検・評価項目等の設定 

10 自己点検・評価年次報告書の作成 

11 学校教育法に定められた認証評価及びその他外部評価への対応 

12 教員評価について 

13 内部質保証に関する資料収集、調査研究及び啓発活動 

14 その他内部質保証に必要な事項 

 

（組織） 

第５条 内部質保証会議は、次に掲げる構成員をもって組織する。 
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１ 学長  

２ 副学長  

３ 学部長・研究科長 

４ 両キャンパス 学生部長 

５ 両キャンパス 教務部長 

６ アドミッションセンター長 

７ 大学事務部長 

８ 大学事務部 IR室担当部署の管理職 

９ その他学長が指名する教職員 若干名 

② 前項第９号は学長が委嘱し、任期は２年とし再任することができる。 

③ 前条の審議の際に、第１項以外の教職員及び学生の代表の参加が必要と議長が判断し

た場合は、会議に参加させることができる。 

 

（議長） 

第６条 内部質保証会議は学長が招集し、その議長となる。 

② 議長に事故があるときは、学長があらかじめ指名した副学長がその職務を代行する。 

 

（議事） 

第７条 内部質保証会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 

② 内部質保証会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。 

③ 内部質保証会議は、必要に応じて構成員以外の者（学外者を含む。）の出席を求めて  

意見を聴くことができる。 

 

（専門部会） 

第８条 内部質保証会議には、必要に応じて、第４条第 11号に掲げる事項について検討す

る専門部会を置くことができる。 

 

（学部等の自己点検・評価委員会の設置） 

第９条 学部等は、各々の教育研究活動等の自己点検・評価を実施し、教育研究の質保証

を行うため、当該組織名を付した個別の自己点検・評価委員会を置く。 

② 学部等の自己点検・評価委員会に関する事項は、別に定める。 

 

（内部質保証評価会議） 

第１０条 本学の内部質保証に係る教育・研究、管理運営等に関する自己点検・評価の有

効性及び妥当性を客観的に検証するため、主に学外の有識者で構成する兵庫医科大学内
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部質保証評価会議（以下「内部質保証評価会議」という。）を置く。 

② 内部質保証評価会議に関する事項は、別に定める。 

 

（自己点検・評価結果の活用） 

第１１条 学長は、内部質保証会議の審議結果及び内部質保証評価会議の評価結果等に基

づき、改善の必要があると判断した事項に関しては、関係学部・研究科、その他組織、

部署等に改善指示及び適切な措置を講ずるものとする。 

 

（自己点検・評価結果の公表） 

第１２条 学長は、本学での自己点検・評価結果及び内部質保証の状況について、本学  

ホームページ等を活用して学内外に公表するものとする。 

 

（事務） 

第１３条 内部質保証会議に関する事務は、大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第１４条 この規程の改廃は、学長が発議し、大学運営会議の意見を聴き、常務会が   

行う。 

 

附 則 

この規程は、平成 28 年 2 月 19 日から施行する。なお、この規程の施行に伴い、兵庫医

科大学自己点検・評価委員会規程（平成 8年 2月 26日制定）は廃止する。 

 

附 則 

この改正は、平成 31 年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2020年１月 14日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2020年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2022年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 
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この改正は、2022年８月 1日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2023年４月 1日から施行する。 
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兵庫医科大学内部質保証の方針及び手続

兵庫医科⼤学（以下「本学」という。）は、建学の精神の下に本学の⽬的を達成するこ
とを⽬指して、⾃らの責任において本学の教育等が適切な⽔準にあることを説明⼜は証明
し、恒常的且つ継続的に質の保証を推進するために、以下のとおり内部質保証の⽅針及び
⼿続を定める。

【兵庫医科大学内部質保証の方針】
１．⽬的

本学は、建学の精神「社会の福祉への奉仕」「⼈間への深い愛」「⼈間への幅の広い科学
的理解」の下に、本学の⽬的及び使命を達成するため、教育研究、管理運営等の諸活動の
状況について⾃ら点検・評価を⾏い、その結果を改善につなげる PDCA サイクルを恒常
的かつ継続的に実施し、本学の諸活動の質保証及び向上を図る。また、⾃⼰点検・評価結
果及び外部評価結果について社会に公表する。

２．全学及び学部等での内部質保証推進の実施体制

① 全学の内部質保証の統括責任者は学⻑とし、内部質保証に責任を負う組織として、
『兵庫医科⼤学内部質保証会議』(以下「内部質保証会議」という。)を設置する。

② 内部質保証会議は、全学の⾃⼰点検・評価体制の企画・⽴案・調整及び実施、学部・
研究科その他組織（以下「学部等」という。）の⾃⼰点検・評価の統括について、全学
的な観点から質保証に関する検討を⾏い、恒常的・継続的に質の保証及び向上に取組
む。

③ 内部質保証会議は、学部等に対して、学位授与の⽅針（ディプロマ・ポリシー）、教
育課程編成・実施の⽅針（カリキュラム・ポリシー）及び⼊学者受⼊れの⽅針（アドミ
ッション・ポリシー）の３つのポリシーに基づき展開する教育活動について、 PDCA
サイクルに基づく評価結果を全学的な観点から審議を⾏い、必要に応じて改善に向けた
指⽰、⽀援等の役割を担う。

④ 内部質保証会議は、教学マネジメント体制による PDCA サイクルの機能や、内部質
保証システムの妥当性及び有効性を検証するために、認証評価機関が定める評価基準・
項⽬及び本学の年度⽬標や重点課題・実施項⽬に基づいて、恒常的かつ継続的に全学的
観点による⾃⼰点検・評価を⾏う。

⑤ 学部等の内部質保証の責任者は学部⻑・研究科⻑及びその他組織の⻑とし、学部・研
究科においては『⾃⼰点検・評価委員会』を設置し、当該委員会が建学の精神、⽬的、
3 つのポリシー、その他⽅針等に照らし、IR の分析結果等の客観的エビデンスに基づく
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⾃⼰点検・評価を定期的に実施し、その結果を内部質保証会議に報告する。内部質保証
会議で審議した評価結果・改善指⽰は学部等にフィードバックされ、今後の取組、計画
等に反映させることで質の向上を図る。

３．外部の評価

社会に対する説明責任を果たすため、主に学外の有識者で構成する『兵庫医科⼤学内部
質保証評価会議』（以下「内部質保証評価会議」という。）を設置する。内部質保証評価会
議は、内部質保証会議の情報や社会環境の変化、社会や⾏政等からの要請を踏まえ、⼤学
の教育研究活動及び⼤学運営等に関して評価を⾏い、⾃⼰点検・評価結果の客観性及び妥
当性を⾼める。

４．FD・SD への取組み

教育プログラムの改善並びに教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、全学
的組織として『兵庫医科⼤学 FD・SD 推進室』（以下「FD・SD 推進室」という。）を設
置する。FD・SD 推進室は、全学・各学部・研究科が、組織的に FD 及び SD を計画・
実施することを推進し、教職員の能⼒・資質の向上とともに、恒常的な内部質保証の意識
の浸透を図る。

５．IR 室との連携

内部質保証会議は、⾃⼰点検・評価の客観性、妥当性を確保し、エビデンスを重視した
評価を実施するため、教育研究活動等に関わる情報の収集・蓄積及び分析に関し、全学的
組織として設置する『兵庫医科⼤学 IR 室』との密なる連携を図る。
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【兵庫医科⼤学内部質保証に関する⼿続】

① 各学部・研究科における⾃⼰点検・評価結果は、学部教授会⼜は研究科教授会におい
て意⾒を聴いた後、内部質保証会議に提出・報告する。

② 各学部・研究科の下に設置された各委員会等が実施した⾃⼰点検・評価は、各学部
⻑・研究科⻑が各学部・研究科における⾃⼰点検・評価に反映させる。

③ 内部質保証会議は、学部・研究科から提出・報告された⾃⼰点検・評価結果を基に、
全学的観点に基づく⾃⼰点検・評価を⾏う。内部質保証会議は、⼤学としての⾃⼰点
検・評価報告書を作成し、その内容を⼤学運営会議に報告し、ホームページ等において
公表する。

④ 内部質保証評価会議は、内部質保証会議が取りまとめた報告・情報等を基に、⼤学の
教育研究活動、⼤学運営等に関して評価を⾏い、内部質保証会議に報告する。

⑤ 本学は、⼤学認証評価機関による認証評価を受審した場合、その結果をホームページ
等において公表する。また、各学部にあっては、分野別認証評価等を受審した場合、そ
の評価結果も同様に公表する

2023 年 5 ⽉
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兵庫医科大学内部質保証評価会議に関する内規 

 

（目的） 

第１条 この内規は、兵庫医科大学内部質保証会議規程第１０条の規定に基づき、兵庫医

科大学内部質保証評価会議（以下「評価会議」という。）に関し必要な事項を定めるもの

とする。 

 

（評価事項） 

第２条 評価会議は、次に掲げる事項を審議し、評価する。 

１ 全学の内部質保証システムの有効性、妥当性に関する事項 

２ ３つのポリシーを踏まえて、入学者選抜、カリキュラムの内容や学修成果について大

学等の適切性に係る点検・評価に関する事項 

３ 全学及び学部・大学院研究科及びその他組織の自己点検・評価結果（年次報告書を含

む。）に関する事項 

４ その他、内部質保証に必要な事項 

 

（組織） 

第３条 評価会議は、次に掲げる構成員で組織する。 

１ 副学長（内部質保証担当） 

２ 他大学等の教育機関の教員 若干名 

３ 行政機関関係者 若干名 

４ 地域の医療職者 若干名 

５ その他学長が必要と認めた者 若干名 

② 前項第 2 号から第 5 号の構成員は、学長が委嘱し、任期は２年とし再任することがで

きる。 

 

（議長） 

第４条 評価会議は副学長が招集し、その議長となる。 

② 議長に事故があるときは、学長があらかじめ指名した副学長がその職務を代行する。 

 

（議事） 

第５条 評価会議は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 

② 評価会議の議事は、出席した構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長

の決するところによる。 

③ 評価会議は、必要に応じて構成員以外の者（学外者を含む。）の出席を求めて意見を  

聴くことができる。 
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（内部質保証会議への報告） 

第６条 評価会議は、第２条に規定する事項に係る評価結果について内部質保証会議に報

告する。 

 

（事務） 

第７条 この内規に関する事務は、大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第８条 この内規の改廃は、大学運営会議の意見を聴き、学長が行う。 

 

附 則 

この内規は、平成 28 年 2月 19日から施行する。 

 

附 則 

この内規は、平成 31 年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この内規は、2020年 1月 14日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2022年 4月 1日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、2023年 4月 1日から施行する。 
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【様式2】
令和 5 年 7 月 13 日

1. 大学の名称 日本語（ふりがな）：

英文名：

2. 法人の名称 学校法人兵庫医科大学

3. 和暦（西暦） 昭和47（1972） 年度

4. 理 事 長 名  太城　力良

5. 学 長 名  鈴木 　敬一郎

6. 大学所在地 〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1番1号

7. 電 話  0798-45-6111

F A X  0798-45-6168

8.

名前（ふりがな）  藤原　晶（ふじわら　あきら）

職 名  大学事務部庶務課　課長

電 話  0798-45-6154

F A X  0798-45-6168

E メール  shomu@hyo-med.ac.jp

9. キャンパスの所在地

番号

1

2

3

4

10. 設置学部
キャンパス番号

（※上記9） 学生数/収容定員

1 703人/672人

2 798人/900人

2 450人/400人

2 356人/320人

医学部

薬学部

看護学部

リハビリテーション学部

神戸キャンパス 兵庫県神戸市中央区港島1丁目3番地6

梅田キャンパス 大阪府大阪市北区梅田1-13-1　大阪梅田ツインタワーズ・サウス13F

名称 備考

篠山キャンパス 兵庫県篠山市黒岡5

西宮キャンパス 兵庫県西宮市武庫川町1番1号

大学の概況についての調査票

大学の開設年度

自己評価担当者の連絡先等

名称 所在地

　兵庫医科大学（　ひょうごいかだいがく　）

　　Hyogo Medical University
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【様式2】
11. 設置研究科

キャンパス番号

（※上記9） 学生数/収容定員

1 200人/240人

2 10人/12人

2 20人/16人

2 19人/16人
※裏面の【注意事項】を参照の上、記入してください。

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8. 通信教育課程は、「備考」欄にその旨を付記してください。

評価年度に新設予定の学部・研究科がある場合は「名称」欄に記入して「備考」欄に
その旨を付記してください。その場合の「収容定員／学生数」欄の記入は、完成時の
収容定員を記入し、学生数については「―」にしてください。

専門職大学院は、該当する研究科の「備考」欄にその旨を付記してください。

備考

【注意事項】

申請年度5月1日現在の状況で別紙記入例を参考に記入してください。

大学の英文名は評価結果の公表で使用しますので、正確に記入してください。

学生数は、在籍学生数を記入してください。

収容定員は、学則上の収容定員を記入し、学年進行中及び募集停止の場合は、「備
考」欄にその旨を付記してください。

名称

専門職学部又は専門職学科を設置している場合は、該当する学部の「備考」欄にその
旨を付記してください。

医学研究科

薬学研究科

看護学研究科

医療科学研究科
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兵庫医科大学FD・SD推進室規程 

 
（趣旨） 

第１条 兵庫医科大学（以下「本学」という。）は、本学の理念、目的の実現に向け、ファ

カルティ・ディベロップメント（以下「FD」という。）及びスタッフ・ディベロップメン

ト（以下「SD」という。）を積極的に推進するため、兵庫医科大学 FD・SD推進室（以下「推

進室」という。）を置く。 

 

（定義） 

第２条 この規程での FD及び SD の定義は、次のとおりとする。 

１ FDは、本学の授業の内容及び方法の改善を図るための組織的な研修及び研究に加えて、

広く教育の改善、研究力の向上等に関わる能力開発を含めた組織的な取組をいう。 

２ SD は、本学の教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知

識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上させるための研修及びその他必要

な取組をいう。 

 

（目的） 

第３条 推進室は、次の目的の実現のための活動を行う。 

１ 個々の教員の教育力の向上 

２ 集団・組織としての教育力の向上 

３ 学部間・研究科間の相互理解力の向上 

４ 教員の研究力向上及び相互協力体制による研究力の向上 

５ 教職員の大学運営に関する能力及び資質の向上 

 

（業務）          

第４条 推進室は、全学における次に掲げる業務を行う。 

 １ 本学の教員の能力開発の指針の整備に関すること 

 ２ FD・SDの基本方針の策定に関すること 

 ３ 教員の教育技法に係る FD・SDの実施支援に関すること 

 ４ 各種アセスメント結果を活用した FD・SDの実施支援に関すること 

 ５ 全学的 FD・SD の企画・立案及び実施に関すること 

 ６ 全学及び各学部・研究科等での FD・SD年間計画の統括及び実施後の総括に関するこ

と 

 ７ その他 FD・SDに関し必要な事項に関すること                                                                                                         

 

（組織）          
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第５条 推進室は、次の各号に掲げる者をもって組織する。 

１ 推進室長  

２ 各学部・研究科教員 各１名   

３ 事務職員 若干名 

４ その他学長が必要と認めた者 

② 前項第 1号は、学長が指名した副学長をもって充てる。 

③ 第１項第２号は、学部長が推薦し、学長が承認した者とする。 

④ 第１項第４号は、推進室長が推薦し、学長が承認した者とする。 

⑤ 第１項第３号は、大学事務部長が選任する。 

⑥ 第１項第２号及び第４号の任期は２年とし、再任することができる。ただし、欠員が生

じた場合の補欠者の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（推進室会議） 

第６条 推進室会議は、推進室長が召集する。 

② 推進室長が必要と認めた場合、構成員以外の者を出席させることができる。 

③ 推進室会議は、年度の期首と期末に開催する。ただし、必要あるときは随時開くことが

できる。 

 

（事務） 

第７条 推進室の事務は、大学事務部が行う。 

 

（改廃） 

第８条 この規程の改廃は、学長が発議し、大学運営会議の意見を聴き、常務会が行う。 

    

   附 則 

① この規程は、2022年 4月 1日から施行する。 

② この規程の施行に際し、兵庫医科大学 FD・SD統括本部規程（平成 28年 6月 1日制定）

は廃止する。 

  

附 則 

この改正は、2023年 4月 1日から施行する。 
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年 月 日 部署 テーマ 講演者

令和4 3 3
リハビリテーション科学
研究科（旧　医療科学研
究科）

大学院博士課程における研究指導の在り方
畿中大学大学院健康科学研究科　教
授　森岡　周　氏

令和4 9 1
リハビリテーション科学
研究科（旧　医療科学研
究科）

運動麻痺手の使用頻度について ―加速度計を用い
た客観的評価の取り組み―

田中陽一講師（作業療法学科）

令和4 12 1
リハビリテーション科学
研究科（旧　医療科学研
究科）

心理学に関する研究・教育・社会貢献活動関連づけ
の試み

土江伸誉講師（作業療法学科）

令和4 12 8
リハビリテーション科学
研究科（旧　医療科学研
究科）

医療系大学院（研究科・研究室）運営における課題
と今度の展望 ―北里大学大学院医療系研究科にお
ける教育・研究の経験（約20年間）を通して―

松永篤彦先生（北里大学医療衛生学
部リハビリテーション学科理学療法
学専攻・教授）

令和5 10 5
リハビリテーション科学
研究科（旧　医療科学研
究科）

精神系作業療法の研究紹介
山田大豪教授（兵庫医科大学リハビ
リテーション学部作業療法学科）

令和6 2 22
リハビリテーション科学
研究科（旧　医療科学研
究科）

Advancing Health Sciences through
International Graduate School Education and
Scholarship: Challenges and Opportunities

ボンジェ・ペイター教授（東京都立
大学健康福祉学部作業療法学科）

令和5 3 8
薬学部看護学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ学部合同(各研究科教員
参加）

医療系大学における障害のある学生への具体的支援
の実際

舩越高樹先生（独立行政法人国立高
等専門学校機構　本部事務局　特命
准教授（学生参事補、障害学生支援
スーパーバイザー））

令和6 3 1
薬学部看護学部ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮ
ﾝ学部合同(各研究科教員
参加）

発達障害の特性をもつ医療系学生への学習支援の実
際 -学生のもつ可能性を育てるために-

川上ちひろ 准教授(岐阜大学　医学
教育開発研究センター　副センター
長)

令和3 10 8 リハビリテーション学部 授業改善に係る学生参加型FD(作業2･4年) ー

令和3 10 19 リハビリテーション学部 授業改善に係る学生参加型FD(理学1･3年) ー

令和4 3 17 リハビリテーション学部
コロナが大学生に与えた影響、そして教員としてで
きること

流通科学大学人間社会学部人間社会
学科教授
岩崎  久志

令和4 10 6 リハビリテーション学部
Welwalkを用いたロボットリハビリテーションの実
際

荻野智之講師

令和5 2 1 リハビリテーション学部 作業療法士の「思いやり，共感」 橋本絢大助手

令和5 3 9 リハビリテーション学部
学生の主体性を促す学習支援 ―アカデミック・ア
ドバイジングとは―

清水栄子先生（追手門学院大学共通
教育機構　准教授）

令和5 11 2 リハビリテーション学部 健康スポーツ科学 —活動・研究の紹介—
賀屋光晴准教授（兵庫医科大学リハ
ビリテーション学部理学療法学科）
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